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５意思疎通支援事業・登録試験・登録者の状況

手話奉仕員登録事業 手話通訳者登録事業

人口区分
登録事業の
実施率（％）

登録者数
平均（人）

2005年度
との比較　倍

登録試験の
実施率（％）

登録事業の
実施率（％）

登録者数
平均（人）

2005年度
との比較　倍

登録試験の
実施率（％）

100万人未満 11.1
＊1

584
＊1

1.5
＊1

─ 77.8 70.7
＊4

1.1 88.9

100万人～200万人未満 17.4　 47.4 0.7
＊2

─ 100.0 124.1 1.3 87

200万人～500万人未満 19.3
＊3

8
＊3

─ ─ 77.8 148.8 ─ 77.8

500 万人以上 0.0 0 0 ─ 75.0 199.7 ─ 75.0

＊─は数値が無く比較できず
＊1
K1 のみ回答

＊2
L1 のみ回答

＊3
M1 のみ回答

＊4
N1 698 人のぞく数値

要約筆記奉仕員登録事業 要約筆記者登録事業

人口区分
登録事業の
実施率（％）

登録者数
平均（人）

2005年度
との比較　倍

登録試験の
実施率（％）

登録事業の
実施率（％）

登録者数
平均（人）

2005年度
との比較　倍

登録試験の
実施率（％）

100万人未満 22.2 45.0 0.3 11.1 55.6 34.1 0.6 66.7

100万人～200万人未満 26.1 50.3 0.8 0 91.3 67.2 0.8 82.5

200万人～500万人未満 22.2 39.7 ─ 0 77.8 113.3 0.7 77.8

500 万人以上 25.0 164.7 ─ 25.0 75.0 76.8 1.03 75.0

盲ろう者通訳・介助員登録事業

人口区分
登録事業の
実施率（％）

登録者数
平均（人）

2005年度
との比較　倍

登録試験の
実施率（％）

100万人未満 33.3 76.0 ─ 0

100万人～200万人未満 73.9 64.2 1.6 8.7

200万人～500万人未満 66.7 110.8 2.2 0.0

500 万人以上 62.5 194.7 2.2 25.0

＊─は数値が無く比較できず

○その他の登録事業　　実施なし

６意思疎通支援者派遣事業の実施状況

手話奉仕員派遣事業 手話通訳者派遣事業 要約筆記奉仕員派遣事業

人口区分
実施率
（％）

2015年度
派遣件数平均

2005 年度件数
との比較（％）

実施率
（％）

2015年度
派遣件数平均

2005 年度
との比較　倍

実施率
（％）

2015年度
派遣件数平均

2005 年度
との比較　倍

100 万人未満 0.0 ─ ─ 66.7 1156 1.1 22.2
＊1 ＊1

100 万人～200万人未満 8.7
＊1

─ 87.0 1133 1.5 17,4 52.3
＊2

200万人～500万人未満 11.1
＊2

─ 66.7 1144 1.7 11.1 57
＊3

─

500 万人以上 14.3
＊3

─ 100.0 1035 0.9 12.5
352

１カ所のみ回答
─

＊─は数値が無く比較できず
＊1
O1３　P1 132　　

＊2
Q1８　　

＊3
R1 152

＊1
S1 のみ回答 125　1.6 倍　　

＊2
T1 のみ回答 1.2 倍　　

＊3
U1 のみ回答 77
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要約筆記者派遣事業 盲ろう者通訳・介助員派遣事業

人口区分
実施率
（％）

2015年度
派遣件数平均

2005 年度件数
との比較（％）

実施率
（％）

2015年度
派遣件数平均

2005 年度
との比較　倍

100 万人未満 66.7 148.0 1.5 33.3 219 ─

100 万人～200万人未満 92.0 129.4 2.4 69,5 396 3.1

200万人～500万人未満 66.7 622.3
＊1

71.4 1478
＊2

500 万人以上 75.0 302.3 1.5 57.1 1651
＊3

＊1
V1 のみ比較　1.6 倍

＊2
W1 のみ比較可　1.9 倍

＊3
X1 のみ比較可　5.1 倍

○その他の派遣事業　　その他の実施なし

７意思疎通支援事業の成果と課題

あてはまる・ややあてはまるの回答数　人口区分別
あてはまる・ややあて
はまるの回答数　全体

N49
割合

100万人未満
N９

100万人～　
200万人未満
N23

200 万人～　
500万人未満
N９

500万人以上
N９

手話奉仕員
養成事業受講者増えている

8 16.3 2 3 1 2

手話通訳者
養成事業受講者増えている

13 26.5 3 6 2 2

要約筆記者
養成事業受講者増えている

4 8.2 0 2 2 0

手話通訳者
設置事業順調に実施

17 34.7 2 10 3 2

要約筆記者
設置事業順調に実施

1 2.0 0 1 0 0

盲ろう者向け通訳・介助員
設置事業順調に実施

1 2.0 0 0 1 0

手話奉仕員
登録事業数は足りている

3 6.1 0 2 1 0

手話通訳者
登録事業数は足りている

12 24.5 0 7 4 1

要約筆記奉仕員
登録事業数は足りている

2 4.1 0 1 0 1

要約筆記者
登録事業数は足りている

6 12.2 0 3 3 0

盲ろう者向け通訳・介助員
登録事業数は足りている

9 18.4 0 5 4 0

手話奉仕員
派遣事業順調に実施

3 6.1 0 2 1 0

手話通訳者
派遣事業順調に実施

19 38.8 1 11 4 3

要約筆記奉仕員
派遣事業順調に実施

4 8.2 0 2 1 1

要約筆記者
派遣事業順調に実施

16 32.7 1 8 5 2

盲ろう者向け通訳・介助員
派遣事業順調に実施

13 26.5 0 9 4 0
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８意思疎通支援者の派遣事業の数的確保について
①手話通訳者

手話通訳者の数

人口区分 現状で十分
現状で十分
割合（％）

不十分

現状数平均
①

必要な数平均
②

増加割合
②/①倍

100万人未満 0 0.0 53.0 105 2.0

100 万人～200万人未満 0 0.0 87 145 1.6

200 万人～500万人未満 0 0.0 201 305 1.5

500 万人以上 0 0.0 137 201 1.5

〈課題〉
・登録手話通訳者は、通訳業務だけで生計が立てられないため、企業に就労している。そのため、平
日の昼間に業務を担える手話通訳者が極めて少ない。
・数的確保は必要だが、待遇改善がすすまないと、手話通訳者の確保は難しい現状がある。年間手話
通訳者養成目標 20 人。
・より多く必要だが見込み立たず。
・養成は行っていくが、何ともいえない。
・活動出来る登録者の割合が増えると良い。
・１人あたりの稼働数を上げれば現状またはそれ以下でよい。
・本来 234 人全員が稼働できれば十分と思われる、10 年後には 70 歳代通訳者が多いのでその補充が
必要と考える。

②要約筆記者

要約筆記者の数

人口区分 現状で十分
現状で十分
割合（％）

不十分

現状数平均
①

必要な数平均
②

増加割合
②/①倍

100万人未満 0 0.0 35.5 102.0 2.9

100 万人～200万人未満 0 0.0 44.2 86.9 2.0

200 万人～500万人未満 0 0.0 94.5 94 2.1

500 万人以上 0 0.0 104.0 148.0 1.4

〈課題〉
・養成は行っていくが、何ともいえない。
・より多く必要だが見込み立たず。
・活動出来る登録者の割合が増えると良い。
・若い要約筆記者の確保が必要である。
・１人あたりの稼働数を上げれば現状またはそれ以下でよい。
・登録要約筆記者は、通訳業務だけで生計が立てられないため、企業に就労している。また、活動時
間帯が限られていたり、地域活動だけで手一杯な状況もある。
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・登録者数を数字で表すことが難しい。
・年間要約筆記者養成目標 35 人。

③盲ろう者向け通訳・介助員

盲ろう者向け通訳・介助員の数

人口区分 現状で十分
現状で十分
割合（％）

不十分

現状数平均
①

必要な数平均
②

増加割合
②/①倍

100万人未満 0 0.0 33.0 87.0 2.6

100 万人～200万人未満 0 0.0 43.0 79.0 1.7

200 万人～500万人未満 0 0.0 93.0 120.0 1.2

500 万人以上 0 0.0 170.0 300.0 1.8

〈課題〉
・2015 年度活動していない人が 78 人。登録者全員活動できれば十分かと思う。通訳・介助員の高齢
化も問題。
・より多く必要だが見込み立たず
・介助員養成目標　30 人
・盲ろう者のコミュニケーション方法は多岐にわたるため、通訳ができるまでのレベルの登録者は少
ない。日中に活動できる者も少なく、実際に派遣できる人数も多くはなく総数での判断ができない。
・県内 190 人の盲ろう者支援には盲ろう者登録者と比例した通訳・介助員の増員が急務

④心身の機能障害等への意思疎通支援者の必要数

人口区分 必要数平均

100万人未満 30

100 万人～200万人未満 155

200 万人～500万人未満 ─

500万人以上 ─

〈課題〉
・より多く必要だが見込み立たず
・不明　現状把握ができていない
・質の向上第一
・検討していることはない。日常の派遣事業・養成事業等でいっぱいっぱいである。
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各事業の課題　市町調査　４意思疎通支援事業の成果と課題

①-1　手話奉仕員・手話通訳者養成事業
①手話奉仕員養成講座の受講者の動向・課題

手話基本条例制定で手話奉仕員養成講座の受講者が増えた。

保育を設けたら手話奉仕員養成講座の受講者が増えた。

手話奉仕員養成講座の受講者が増えない。　　　　２
増えないのは、日程、手話通訳者ニーズが増えないため。

受講者が増えたら、講師の負担が増加している。

手話奉仕員養成講座の昼の講座に受講生が集まらない。

受講者が高齢化してきている。

手話奉仕員養成講座の受講者が減少している。　　　　４

会場が遠方となる受講者が少ない。

奉仕員となっても活動する人が少ない。

講座を修了しても、サークルに入って活動する人が少ない。

手話奉仕員養成講座修了後、手話通訳者養成まで進む人が少ない。　　　　３

手話奉仕員養成講座修了後、登録しても動ける人が少ない。

奉仕員養成講習会終了後に活動出来る場所の確保が必要。　　　　２

②手話奉仕員養成講座終了後の課題

手話奉仕員養成講座から手話通訳者養成講座への移行に技術面の困難がある。

手話奉仕員養成講座から手話通訳者養成講座への移行に技術面の困難があり手話通訳者の増加とならない。

短時間での養成は難しく、通訳者につなげていくためにはどうすれば良いのか。

毎年度一定割合の人数が、講習会を途中辞退してしまう。

手話通訳者養成講座が県の事業で、人数が制限され、手話通訳者が増えない。

習熟度別のコース設定の必要性。講師・会場の不足。

養成に時間がかかり、なかなか通訳者登録が進まないことが課題である。

③講師・指導者の不足・確保

講師・指導者が確保できない。不足している。　　　　５

④手話通訳者の確保課題

手話通訳者が少ない。増員したい。　　　　４

⑤講座運営・予算の課題

予算が限られ講座回数を増やせられない。

教材DVDやパワーポイント利用の際の機材の公費による整備。

講習会の会場の確保が困難。

⑥養成講座の内容・レベルの課題

手話通訳者養成講座の講座数を見直す必要がある。

手話通訳者養成講座受講後、全国手話通訳者試験の合格へうまく繋がっていない。

養成講座修了レベルと試験合格レベルの乖離がある。
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②-1　手話通訳者設置事業
①手話通訳者設置事業の雇用形態及び課題

週５日の設置が望ましい。　　　　２　　　　（現在３日１市　　　　４日１市）

正職員として任用の必要性について、市全体の理解に至っていない。

手話通訳者として採用される人が見つからない。

後任の新規職員を募集してもなかなか応募がない。　　　　２

設置通訳者の確保が困難。　　　　２

非正規職員であり、研修が保障されない。

非正規職員であり身分が不安定であるため、体調不良の場合充分な休暇が取れない。

３人の設置通訳のうちコーディネーター１名が臨時職員である。

嘱託職員としての業務範囲、雇用形態の壁がある。

若い設置通訳者の育成の必要がある。

設置する手話通訳者を市の登録手話通訳者から選出しており、市の登録手話通訳者がなかなか増加しない中設置
手話通訳者に人員を割くことができない。

継続して雇用できる手話通訳者が不足している。　　　　２

手話通訳者設置の条件として、「手話通訳者」以上の資格を持つ方を希望しているが適当な人材がいない。

②設置手話通訳者の業務課題

窓口対応の件数、通訳コーディネートの件数等が増えているため、業務量が増大している。

利用者が特定の人であるため、業務に直接かかわりのない話（世間話等）を窓口にてしている現状がある。

コーディネート、相談業務について専門的研修を受けているわけではないので試行錯誤になっている。

庁外通訳の件数の増加（特に医療関係）。

市民課での対応時に手話通訳士がカウンター内に入り、障がい者と向き合っての手話通訳を希望するが、個人デー
タがあり、総務省の指示もあるということで拒否される。

専門にコーディネートする担当がない。

設置通訳者が庁外通訳にでると庁内対応ができず、人数不足。

４人が日替わりで担当しているため、情報共有等が出来ない場面がある。

③事業運営課題

当事者団体から、設置状況の充実を要望されている。

社会福祉協議会に委託しているが、庁舎内に設置通訳者が置けていない点が課題。

実施への要望はあるが、予算や人材の面から対応できていない。

現在、開庁日の午前中のみ設置しているが、予算上の制約から全日への拡大が難しい。

業務範囲の見直し等について、検討が必要である。

財政上の理由から設置できていない。

③-1　手話通訳者登録事業
①登録手話通訳者確保の課題

手話基本条例の制定で、登録手話通訳者の活動場面が増えたが、人員確保に課題がある。

平日昼間に活動できる人が少ない。　　　　３

登録手話通訳者が少ない・不足。　　　　８

手話通訳者の不足が予測される。　　　　２

手話通訳者の高齢化。　　　　９

高齢で通訳を辞退・辞める方が出てきている。　　　　２
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就労などの事情で活動できない通訳者がいる。

手話通訳者が持続的に確保できるよう対策検討が必要。

②事業運営の課題

手話通訳者養成事業が開催できていない。

養成にかかるコストに比して登録者数が伸びない。

登録手話通訳者の賃金・身分の保障。　　　　２

派遣範囲を拡大しようとすると、登録手話通訳者が不足する。

派遣依頼が増加したときに、手話通訳者が不足する。

派遣依頼が増加しているため、登録手話通訳者を増やす必要がある。

通訳者養成講座の修了が、実際の登録まで結びついていない。　　　　２

通訳技術の向上のための研修が課題。

登録名簿を適切に管理するため県と連携していく必要がある。

④-1　手話通訳者派遣事業
①手話通訳者の養成・登録・確保

新規登録者が少ない。

登録手話通訳者の不足。　　　　12

手話通訳者を養成し当自治体での登録者数を増やしたい。

日中活動できる手話通訳者が限られている。少ない。　　　　11
そのためコーディネートが困難。　　　　２
背景として登録手話通訳者が副業を持ったり、就労している。　　　　２

通訳者の高齢化で活動を自粛する、引退する者がある。　　　　３

②手話通訳派遣事業の実施課題

手話通訳派遣件数は増加してきている。　　　　５

通訳者の単価が県外の市町村に比べると安いことがある。

設置通訳者がいないため、派遣事務を委託している。

当自治体の手話通訳者が少ないため、イベントがあると他の自治体の手話通訳者に依頼。

閉庁時間帯に緊急の派遣が必要な場合の対応。

緊急の派遣依頼が増加している。
それへの対応が困難。

登録者不足で派遣できないことがある。

（手話言語）条例が始まり、派遣の内容の拡充と広域派遣についても今後の課題。

利用状況により予算が不足することがある。

③その他の課題

研修地が遠隔地で参加しにくく、スキルアップが進まない。

障害者差別解消法が施行されたが、具体的な対策について明確でない。

頚肩腕検診が未実施であること。

多様化する派遣ニーズへの対応。

緊急時、夜間・休日の対応窓口がない。

専門性の必要な様々な場面へ登録手話通訳者を派遣していることについて、設置通訳者との業務区分について。

派遣費用について合理的配慮により独立行政法人が負担すべきところを市が負担している。
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①-2　要約筆記者養成事業
①受講者確保の課題

受講の申し込みが少ない。　　　　４

広域で開催しても受講者が少なく開講できない。

市で養成講座を開催しても受講生が集まらないと思える。

養成事業を実施していたが、参加者が集まらないため現在は実施していない。制度の普及啓発が必要。

周知を図り、募集人員の増加を図る必要がある。

受講者でパソコンスキルが欠如している者がある。

③講師・指導者の不足・確保

講師の不足。

講師養成が課題。　　　　２

④要約筆記者の確保課題

要約筆記者も高齢化の傾向にある。

まだまだ登録人数が少なく、奉仕員からの要約筆記者への移行の呼びかけが必要である。

要約筆記活動につながる修了者が少ない。

パソコンの場合、養成用機材の確保（頻繁にバージョンアップ等あり、メンテナンスが追いつかない）。

⑤講座運営・予算の課題

筆記者を養成する体制が整っていない。

委託先が不安定な団体である。

⑥養成講座の内容・レベルの課題

新カリキュラムでは、全体投影・ノートテイクともに実技の時間が少ない。

③-2　要約筆記者登録事業
①登録要約筆記者の養成・確保の課題

受講者が少ないために要約筆記者養成講座が開催できない。

要約筆記者が少ない・足りない。　　　　８

平日の日中に活動出来る登録者が不足。

市内登録者が１人。勤務状況によって活動できないときもある。

要約筆記者への登録者が限定される現状がある。

養成講座修了者が定着しないため、登録者が増えない。

要約筆記者の高齢化。

②事業運営の課題

要約筆記に関するPR方法の検討が必要である。

要約筆記者の賃金の保障。

派遣範囲を拡大すると要約筆記者が不足する。　　　　２

派遣依頼が増加すると要約筆記者が不足する。

要約筆記奉仕員から要約筆記者への移行がが課題。　　　　３

一人の要約筆記者がいくつもの市町に登録している事例もある。

パソコン要約筆記の利用ニーズの高まりに対応できる体制が整っていない。

実技等研修の充実。

登録名簿を適切に管理するため県と連携していく必要がある。
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④-2　要約筆記者派遣　事業
①要約筆記者の養成・登録・確保

要約筆記者を養成し当自治体での登録件数を増やしたい。

登録要約筆記者が少ない、足りない。　　　　７

人材確保が困難。　　　　４

日中活動できる者が少ない。

実際に派遣対応できる人数が限られている。
そのため派遣コーディネートに苦慮している。

PC要約者を増やすこと、不足している。　　　　２

②要約筆記派遣事業の実施課題

従事できる人がいないときは県の登録者にも頼んでいる。

緊急依頼があるとき対応に苦慮している。

県聴覚障害者情報センターへ委託。

要約筆記者が確保できないときは、他市の要約筆記者に依頼。

パソコン要約筆記の依頼に応えるのが困難。　　　　２

派遣対象が広がった。

利用状況により予算が不足することがある。

③その他の課題

需要が少なく、派遣の実績がない。

制度の普及が進まずに、利用実績が伸びない。　　　　４

依頼者が固定している。

講座参加者が少ない。　　　　２

派遣件数が増加する傾向にある。　　　　３

個人依頼が少ない。

要約筆記派遣事業の周知が必要。　　　　２

頚肩腕検診が未実施であること。

要約筆記奉仕員を要約筆記者へ移行するにあたり、今後該当者を派遣できなくなる可能性がある。

派遣元と要約筆記団体、利用者団体との意思疎通の不足、現状認識の不足。

多様化する派遣ニーズへの対応。

派遣費用について合理的配慮により独立行政法人が負担すべきところを市が負担している。

④-3　盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
①盲ろう者向け通訳・介助員の養成・登録・確保

登録している通訳・介助員で市内在住者がいない。

登録していても、実際に活動できる人は限られている（少ない）。　　　　２

②盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の実施課題

事業の実施無し。　　　　４

必要性は感じているが、実施には至っていない。

移動介助のみと通訳含みの区別がしにくい。

（利用者が）日常的な情報量やコミュニケーション量が多い場合は通じやすい。

県の事業であるため盲ろう者の理解が広まらない。
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事業の委託先が見つからず、単独で事業を実施することが困難である。

通訳・介助員のニーズが増えているが、通訳・介助員が不足。

③その他の課題

拘束時間の長さや精神的疲労が大きい。

意思疎通はできても、情報が定着したり情報を活用することまで至らない場合がある。

その他の日常的にコミュニケーションの図れる環境が必要である。

年間一人に対して 240時間と決められている。派遣時間数を増やしてほしい。

④-4　それ以外の派遣事業
登録してからの研修も重要であると考えるが、その体制ができていない。

当事者とコミュニケーションが難しいときは、家族や関係機関に相談して情報を得ている。当事者との意思疎通
手段が分からない。

支援対象者の掘り起こし。（実態把握が難しい）

実施要望がなく、需要の見込みがたたない。

必要性は感じているが、実施には至っていない。

事業なし。

各事業の課題　聴覚障害者情報提供施設調査　　４意思疎通支援事業の成果と課題

①-1　手話奉仕員・手話通訳者養成事業
①手話通訳者養成講座の受講者の動向・課題

受講者の高齢化。　　　　4

受講者の減少・受講者が少ない。　　　　11

若年層の受講者が少ない。　　　　３

昼間の受講生が少ない。

②手話通訳者養成講座終了後の課題

ステップアップできるような講座が少ない。

統一試験合格者が少ない。　　　　３

昼間に活動できる人が少ない。

③講師・指導者の不足・確保

指導者の養成が必要。　　　　２

講師不足・人材確保が困難。　　　　20

新規講師が経験する場がない。

講師の負担が大きい。

講師の高齢化。　　　　２

④手話通訳者の確保課題

全国統一試験の合格率が低い。合格につながっていかない。　　　　３

若い手話通訳者が増えない。

⑤講座運営・予算の課題

複数で講師を担当する際の引継ぎ方法が難しい。

養成講座の運営を担当する職員が配置されておらず、手話通訳派遣コーディネートが兼務。
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会場の確保が困難。　　　　２

指導時間・内容の確保が困難。

養成講座の周知・広報。

予算不足。

講師養成の予算がない・少ない。

⑥養成講座の内容・レベルの課題

手話奉仕員養成講座と手話通訳者養成講座のレベルの差が大きい。　　　　６
そのため手話通訳者養成に結びつかない。　　　　３

『手話通訳Ⅲ』のテキストが完成していない。

手話奉仕員を活かす機会を喪失している。

手話奉仕員養成講座の講師資格・時間について市町村に格差がある。　　　　２

手話奉仕員養成講座が増えているが、講師確保が難しい。

手話通訳者養成講座の受講者にレベルの差がある。　　　　５

手話奉仕員養成講座の講師資格・時間について市町村に格差がある。　　　　２

市町村で手話奉仕員養成講座の受講生確保に苦慮している。

市町村で手話奉仕員養成講座の昼間の受講生が少ない。

手話奉仕員養成講座の受講者が途中でやめていく。

手話奉仕員養成講座を実施していない市町村がある。

大学等のカリキュラムに入れて養成する方向で取り組む。

②-1　手話通訳者設置事業
①手話通訳者設置事業の雇用形態及び課題

継続して雇用できる手話通訳者が不足している。

１市のみで公務員採用となったが、残りは非常勤嘱託ばかりで身分保障が課題。

設置通訳者の公的な資格や職務を明確にすることが求められている。

非正規雇用・身分不安定が多い。身分保障が課題。　　　　９

身分が不安定なこともあり、通訳者が確保できない。　　　　５

人材が少ない。　　　　３

現状制度のままでは難しいので正職員化が必要不可欠。

手話通訳者の高齢化。

業務量に対して、手話通訳者が不足している。

毎日の設置が求められる。

②設置手話通訳者の業務課題

外勤できる所とできない所がある。

庁外にはでられない。

業務が明確ではなく手探りの状態である。

業務が多岐にわたっているため、設置通訳者の業務が重い。

ろう者や手話だけでなく、聴覚障害者の障害特性やコミュニケーションの習得と支援が必要。
手話通訳者の研鑽が必要。

設置手話通訳者は諸所の業務を兼務しているため、手話通訳、派遣コーディネート等の業務に専念できる環境で
はない。

手話通訳者の役割が明確になっておらず、市町村でばらつきがある。
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日中活動できる登録手話通訳者の確保が厳しく、設置手話通訳者がカバーせざるを得ない。

設置場所によっては、窓口対応ニーズが少ない。

③事業・運営課題

聴覚障害者団体からは新たな設置もしくはタブレット等を活用したＴＶ電話の通訳サービス開始の要望が出てい
る。

行政区によって設置されてない曜日がある。

通訳の設置を要望すると「聴覚障害者のニーズがないという回答」がなされる。

設置事業が実施されているのは県の他、3市のみで他市町村での実施の見通しはない。

聴覚障害者団体と連携をしない、運動面のつながりが見られない設置通訳者が存在する。

手話通訳者はセンターに設置され、手話通訳者は区役所には設置されていない。行政サービスのバリアフリーが
求められる。

市町村必須事業となっても自治体に新たな設置の動きがない。設置の必要性が理解されていない。　　　　４

手話通訳士の資格所得者を行政は設置義務があるようにしないと改善されない。

設置事業費が十分とはいえない。

③-1　手話通訳者登録事業
①登録手話通訳者確保の課題

手話通訳者試験の合格者が少ない。　　　　12

登録者が少ない。　　　　７

登録者の高齢化。　　　　７

登録者が増えない。

登録者が減少している。

登録者が仕事を持っているため、派遣依頼できない。　　　　２

活動できる通訳者が不足。

男性の登録通訳者の絶対数が少ない。

派遣報酬額が低いため、仕事として取り組みにくいため、登録者の確保が難しい。　　　　２

養成段階での若年層の確保が困難。　　　　２

認定試験に応募する人数が少ない。

平日の昼間に活動できる登録手話通訳者が増えない。　　　　４

登録手話通訳者の稼働率は３分の１。

高齢・家庭の事由などでリタイヤする数が増えている。　　　　２

②事業運営の課題

通訳者を確保できない市町村が 2/3 以上ある。

登録者の技術アップ。　　　　３

登録者の研修。　　　　２

登録者の技術レベルの低下。

③その他の課題

登録通訳者を活用するろう者の意見を吸い上げるシステムの未確立。

合格・登録のためステップアップ事業を実施しているが、受験者のスキルアップが課題。

手話通訳者試験の合格率が低い。　　　　３

登録試験（認定試験）の基準見直し。（レベルや倫理観など厳しく見たい）

登録者への更新制度の見直し。（更新試験や更新条件の追加など）
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要項では、二重登録が可能となっている。（県内市町村や他県登録）

通訳依頼は増加している。（一方で登録者が増えない）

所属する市の派遣事業との業務が多く、県派遣の依頼ができない。

十分なシステム化がされていない。（情報一括管理）

試験制度を活用せず、自主申請で登録している市町が存在している。

登録試験の実施方法、受験人数の見直しが必要である。

登録者数の市町村間格差が大きい。　　　　３

市町村事業と重複登録し、負担が大きくなっている。

④-1　手話通訳者派遣事業
①手話通訳者の養成・登録・確保

通訳者不足状態。　　　　７

実働できる通訳者は限られている。

日中活動可能な通訳者が少ない。　　　　20
そのため雇用型の手話通訳者が望まれる。

一部の通訳者に派遣依頼が偏る。集中する。　　　　６
そのため健康問題が懸念される。　　　　２

通訳者の高齢化。　　　　11
自身の病気や家族介護で活動できない。

登録活動を辞退する者が増えている。

次世代を担う通訳者が少ない。若年層が増えない。　　　　２

地域によって登録手話通訳者の数に偏りがある。　　　　２

手話通訳者登録（全国統一）試験の合格者が少ない。

②手話通訳派遣事業の実施課題

全体を把握して調整可能なコーディネーターの配置、養成が課題。

派遣依頼が増えコーディネートが困難となっている。　　２　　

依頼数に対して通訳者が不足している。

通訳依頼の需要と通訳者の供給がアンバランスになっている。

専門的な通訳内容に対応できる登録通訳者がいない。少ない。　　　　２

県内でも報償費が市町で統一されていない。統一が必要。　　　　３

コーディネーター料を予算化するところもあるが、まだ少ない。

③その他の課題

手話通訳者不足を補うために養成講座について市町合同で予算を出し合い開催している。

派遣依頼は増えているが、通訳者数が足りないために派遣できなかったケースが見られる。

障害者差別解消法の施行からさらに派遣依頼は増えた。　　　　３

手話言語条例の影響で派遣依頼が増えた。

現任研修が十分ではない。技量が不十分。　　　　３

市町村の委託を受けて派遣コーディネートをセンターで行っている。地域によって利用件数にばらつきがある。

量と質の問題が問われている。

質的に高いレベルが求められている。それに合うレベルの通訳者がいない。　　　　７

通訳者の原則的なルールを示して欲しい。

全体的に通訳技術力の低下傾向。
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通訳者には対人援助技術が求められる。　　　　２

手話通訳業務だけで生計を立てることができないため、多くの手話通訳資格者は企業等に就労。

外国人ろう者への対応が増えている。

県と市町村と連携は専門性や広域性のみではなく、当事者の地域外ニーズにも対応するため重要である。

「リレー通訳」の必要な場面（意思形成支援の必要な場面等）が増しているが、「リレー通訳」については派遣制
度の中に組み込まれていない。

①-2　要約筆記者養成事業
①受講者確保の課題

受講者が少ない。集まらない。　　　　19

若い人の受講が少ない。受講者の高齢化。　　　　２

地理的な問題で参加できない場合がある。

パソコンの受講者が少ない。　　　　２

受講期間が長く受講者が途中で断念する人がいる。

受講生のレベルに差がある。

②講師・指導者の不足・確保

指導者・講師の育成が必要。　　　　４

講師の指導力に差がある。　　　　３

講師の負担が大きい。　　　　２

講師に地域的偏りがある。

講師が不足・確保が困難。　　　　７

パソコンの講師が少ない。　　　　２

講師の高齢化。

③要約筆記者の確保課題

要約筆記制度を利用する人が少ないので、受講者もボランティア的な考え方で終わっている。

養成講座は二年にかけて実施しているため継続受講が困難になる場合もある。

合格者が増えない・少ない。　　　　３

④講座運営・予算の課題

難聴者集団の運動に期待できない。

カリキュラム数が多く継続が難しい。

講座の日程を組むのに困難がある。

市町村の必須事業ではないため、市町村の取組が弱い。

難聴者団体の組織化が困難で、必要性の理解が進んでいない。

養成講座の運営を担当する職員が配置されておらず、他の職員が兼務している。

要約筆記の社会的認知度がまだまだ低い。　　　　４

毎年同じ地域で開催せざるを得ず、地域差がある。

⑤養成講座の内容・レベルの課題

要約筆記者養成のカリキュラムの整備。

要約筆記奉仕員→要約筆記者への移行研修会を実施したが受講者が少ない。

受講者のレベルにばらつきがある。　　　　２
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③-2　要約筆記者登録事業
①登録要約筆記者の養成・確保の課題

合格者が少ない。　　　　５

登録者が少ない。不足。　　　　５

登録者数が増えない。　　　　４

昼間活動できる人が増えていない。

登録者はいるが実働できる人が少ない。　　　　２

登録者が減少している。　　　　２

登録者の高齢化。　　　　６

パソコン要約筆記の合格率が低い。

登録要約筆記者は増えてきたが、能力のある人は少ない。

認定試験を受ける人が少ない。

登録者の居住地域が限られる。

現任研修ができていない。

登録者が有職者・主婦で平日・夜間に関わらず活動に制限がある。

②事業運営の課題

パソコン要約筆記者が少なく、派遣に支障がでている。

周知がされず派遣依頼が少ない。

同一市町村内で要約筆記者を派遣できずに他市町村から派遣している。

統一試験合格率が低い。

登録試験に合格できず奉仕員の資格もない人は、意欲があっても何の活動もできない。

養成講習会を修了するだけでも厳しい。

養成事業の参加が少ない。　　　　２

養成人数に限界があり、なかなか増えない。

養成講座を受講しても登録まで結びつかないケースが多い。

登録者の技術レベルの低下。

登録者がレベルアップを図ろうという意識が弱いように見受けられる。

「者」への移行がスムーズにできない。移行ができるようにする。　　　　３

認定試験を導入したことにより、登録者の人数が少なくなった。

手話通訳者に比べて対象者との交流が浅く、実践的な問題への対応能力が低い。

十分なシステム化がされていない。（情報一括管理）

④-2　要約筆記者派遣事業
①要約筆記者の養成・登録・確保

PC要約筆記者が不足。　　　　７

登録要約筆記者が少ない。不足している。　　　　６

派遣できる人が限られている。　　　　２

派遣依頼が一部の人に偏る。

高齢化。　　　　５

要約筆記者の減少。



121

資料編：意思疎通支援事業実態調査および意思疎通支援ニーズ調査結果

第
２
部　

資
料
編
：
意
思
疎
通
支
援
事
業
実
態
調
査

　
　
　
　

お
よ
び
意
思
疎
通
支
援
ニ
ー
ズ
調
査
結
果

平日日中に活動できる人が少ない。　　　　10
理由としては、企業等で働く人が多い。

②要約筆記派遣事業の実施課題

パソコン要約筆記の依頼が増えてきている。　　　　６

パソコン要約のできる人が確保できず対応が困難。　　　　３

パソコン要約について啓発し養成講座の参加者確保が必要。

要約筆記者の数が少なくて、個人、団体、市町からの依頼に対応できない。

県の中心部以外は、派遣調整が困難。

平日の派遣対応ができない。

通訳者数が足りないために派遣できないケースがある。　　　　２

近くに要約筆記者が居ず、遠方からの派遣で、移動時間等の負担や交通費が増加。

登録者の都合にあわせての派遣に限界。　　　　２

要約筆記者の技術の差がある。調整が難しい。　　　　２

依頼内容が複雑化。

４人派遣での人員確保がなかなかできず、３人派遣で対応せざるを得ない。

コーディネーターの経験不足。要約筆記者への適切な助言ができない。

事業や制度の周知が足りない。

現任研修予算がない。

③その他の課題

市町においては、難聴者の利用が少ない。地域に難聴者協会がないことも一因。

派遣依頼が増加している。

障害者差別解消法の施行からさらに派遣依頼は増えた。

通訳者の高齢化、通訳者の減少が進み、派遣できないことが増えてくると思われる。

派遣件数は緩やかに増加。別で仕事を持っている登録者が多く、派遣の調整が難しい。

音声文字変換ツールの可能性を模索。

登録制度ではなく、雇用型にしたい。

現場では、対人援助技術を必要とすることがあるが、そのスキルが不足している。身につける機会が必要。

地域で奉仕員養成講座が無く、聴覚障害者の状況に応じたコミュニケーションを行う力が非常に弱い。

現場での手話通訳者との連携方法が確立していない。

利用者が少ないために事業全体が盛り上がらない。

制度派遣の予算に上限がある中での実績の増やし方。

難聴者の掘り起こしや難聴者に対しての派遣事業の利用を促すことが必要。

技術面で情報保障能力が不十分な筆記者が多い。　　　　２

広域派遣および公費適用外の派遣についての検討。

夜間・早朝・遠方の稼働が敬遠される。夜間・早朝手当など、対策の必要を感じている。

県登録者として研修をしていても、市町村派遣窓口の意識が乏しい結果、地元ルールがまかり通る。

④-3　盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
①盲ろう者向け通訳・介助員の養成・登録・確保

活動している通訳介助員が登録者数の 1/3～2/3 程度。実働可能な人材の不足。　　　　４
活動の活性化が必要。
活動がない人にどのように関わってもらうか苦慮している。
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介助員の高齢化。　　　　３
そのため登録者が今後減少する見込み。

人員不足。　　　　２

指点字通訳者の不足。　　　　２

一部の通訳・介助者に依頼が偏る。　　　　２

②盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の実施課題

行事が重なると派遣できる人の確保ができない。　　　　２

登録者（人材）不足のため派遣できないことがある。それは盲ろう者の社会参加が増加しているため。

人材不足で夜間や遠方に派遣ができない。

派遣件数が拡大しており、派遣コーディネーターの増員が必要。

予算不足により利用制限がかかる。

③その他の課題

利用方法について利用者に説明するが、理解してもらえない。　　　　２
そのために通訳・介助者の意識向上のための学習会を定期的に開き再確認している。

利用者がコミュニケーションに困難を抱えている。

対象となる盲ろう者が少ない。　　　　３

盲ろう者が少ないので、通訳・介助員が活動できる機会が少なく、現任研修も十分ではない。

技術のステップアップの場が少ない。研修が十分できない。　　　　２

通訳・介助員の技術が十分でない。　　　　３

利用登録者が少ない。　　　　３
利用登録者の増加を図っていく必要がある。　　　　２

盲ろう者の県外への旅行、ブロック大会参加のための派遣依頼が今後増える見込み。

予算の確保（不足分は他事業から補填している現状）。予算が制約されている。　　　　２

派遣事業が養成事業と異なる団体が委託を受け実施。そのため通訳・介助員の効果的な活動につなげられない。

依頼内容が高齢関係になったり、相談支援をかねるような内容などがある。

盲ろう者友の会の活動停滞（休止中）。

養成時間が厚生労働省カリキュラムどおりに実施できていない。

養成カリキュラムに、コミュニケーションスキル取得の時間が組み込まれていない。

講習、研修を担う講師の人材が不足している。

盲ろう通訳者の資格制度について検討していきたい。

個々の障害程度に合わせた介助が難しい。

④-4　それ以外の派遣事業
発達障害の方々には文字、音が駄目な方もおられるが、聴覚障害者と限定しないでほしいとの声がある。それぞ
れの障害特性を把握したコーディネート設置により事業実施すること。

近年増えつつある聴覚特別支援学校の重複の生徒について、聴覚のベースによる子ども達であれば、幅広い支援
が必要と思う。発達障害やディスレクシアの人たちへの意思疎通支援も、画像、音声、文字（色別）でDVDを制
作できるノウハウを利用し、学習教材を含め制作、貸し出しを行えるようになれば支援の枠も広がると思われる。

従来からの「聴覚障害者への支援（手話通訳・要約筆記）」という枠組みでの実施に留まっているのが現状。総合
支援法で目指すところの幅広い意味での「意思疎通支援」事業化へと移行するための基盤がまだない。現状では
制度上派遣できる有資格者も手話通訳者と要約筆記者のみである（盲ろう者に対しては「意思疎通支援事業」で
はなく「盲ろう者通訳・ガイドヘルパー派遣事業」により実施）。ろう、難聴、盲ろう以外の心身機能障害者をも
対象とした制度とするためには、そうした方々への生活支援を専門とする支援者（専門家）との連携が必要であ
るが、それをどう構築していけばよいのか。
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重複障害者で難聴があり、意思疎通支援のニーズが聞かれることもあるが、まだ話だけで終わっている。

盲ろう＋プラス他障害（知的等）重複している者への制度やコミュニケーション方法が複雑化している。

対応できる人材不足。

県の意思疎通支援事業は「市町が担えない内容（県内広域から聴覚障害者の参加が見込まれる行事等であり、主
催者も通訳費用を負担することがむずかしいもの）」に対して派遣をすることになっている。障害者差別解消法の
施行後、他の障害者団体から合理的配慮のために、その団体が主催する行事に手話通訳や要約筆記を派遣しても
らえないかという問い合わせが増えている。しかし、予算も限られているため、どこまで派遣可とするのか、また、
それが県が担う本来の意思疎通支援事業として妥当かという悩みもある。

現時点では具体的な問題は発生していない。

失語症・高次脳機能障害者の会などから要約筆記援用の声もあるようだが、記憶の補助や意思疎通支援の広義に
よる活用という側面が色濃く、その場の通訳行為としての要約筆記と混同される恐れもある。安易な援用は危険。
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二次調査：障害種別アンケート結果

１　基本的な事項
①調査回答者の状況 回収　172 有効回答　170

障害区分 人数 全体に占める割合（％） 男性比率（％） 女性比率（％） 平均年齢（歳）

視覚障害 21 12.4 66.7 33.3 52.5

聴覚障害 45 26.5 26.7 73.3 53.7

音声・言語 3 1.8 100.0 0.0 40.7

上肢・下肢障害 10 5.9 30.0 70.0 52.9

脳性麻痺 12 7.1 58.3 41.7 48.8

身体障害重複 15 8.8 60.0 40.0 48.8

高次脳機能障害 15 8.8 60.0 40.0 45.0

知的障害 13 7.6 84.6 15.4 46.7

知的障害重複 6 3.5 83.3 16.7 38.0

発達障害 24 14.1 66.7 33.3 25.5

精神障害 6 3.5 100.0 0.0 40.5

合計 170 100.0 60.0 40.0 全体平均 45.8

障害区分
居住形態（％）

同居家族あり
（％）

同居家族
（一般住居・本人含む）

（人）

就労中
（％）一般住宅 福祉施設 グループホーム 不明・その他

視覚障害　n21 100.0 0.0 0.0 0.0 76.2 3.2 66.7

聴覚障害　n45 86.7 0.0 0.0 13.3 77.8 2.7 28.9

音声・言語　n3 100.0 0.0 0.0 0.0 75.0 2.3 25.0

上肢・下肢障害　n10 100.0 0.0 0.0 0.0 70.0 2.3 40.0

脳性麻痺　n12 83.3 16.7 0.0 0.0 75.0 3.0 41.7

身体障害重複　n15 86.7 0.0 0.0 13.3 86.7 2.7 53.3

高次脳機能障害　n15 25.0 41.7 16.7 16.7 58.3 4.2 33.3

知的障害　n13 23.0 38.5 23.1 15.4 38.5 4.3 38.5

知的障害重複　n6 50.0 50.0 0.0 0.0 66.7 3.7 16.7

発達障害　n24 87.5 4.2 8.3 0.0 91.7 3.9 62.5

精神障害　n6 83.3 16.7 0.0 0.0 83.3 3.0 33.3



125

資料編：意思疎通支援事業実態調査および意思疎通支援ニーズ調査結果

第
２
部　

資
料
編
：
意
思
疎
通
支
援
事
業
実
態
調
査

　
　
　
　

お
よ
び
意
思
疎
通
支
援
ニ
ー
ズ
調
査
結
果

②アンケートの記入者（％）

障害区分 本人記入
本人に伝えて　
家族・職員記入

家族記入 職員記入 その他

視覚障害　n21 95.2 0.0 0.0 0.0 0.0

聴覚障害　n45 91.1 4.4 2.2 0.0 0.0

音声・言語　n3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

上肢・下肢障害　n10 30.0 60.0 10.0 0.0 0.0

脳性麻痺　n12 50.0 16.7 16.7 0.0 0.0

身体障害重複　n15 46.7 13.3 20.0 13.3 0.0

高次脳機能障害　n15 13.3 0.0 26.7 73.3 0.0

知的障害　n13 15.4 0.0 53.8 7.7 0.0

知的障害重複　n6 0.0 16.7 50.0 33.3 0.0

発達障害　n24 4.2 12.5 58.3 0.0 0.0

精神障害　n6 33.3 0.0 50.0 0.0 0.0

２　意思疎通（コミュニケーション）手段の状況

障害区分
①自分のいうことが伝わるか（％）

１伝わる
２なんとか
伝わる

３伝わりにくい ４伝わらない
５相手によって伝わるとき
　と伝わらないときがある

視覚障害　n21 66.7 9.5 0.0 0.0 23.8

聴覚障害　n45 33.3 20.0 13.3 4.4 28.9

音声・言語　n3 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0

上肢・下肢障害　n10 20.0 20.0 20.0 0.0 40.0

脳性麻痺　n12 25.0 41.7 0.0 8.3 25.0

身体障害重複　n15 46.7 20.0 6.7 6.7 20.0

高次脳機能障害　n15 26.7 53.3 26.7 0.0 6.7

知的障害　n13 23.1 23.1 15.4 0.0 30.8

知的障害重複　n6 16.7 0.0 33.3 0.0 50.0

発達障害　n24 29.2 12.5 16.7 0.0 41.7

精神障害　n6 16.7 16.7 16.7 0.0 33.3
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障害区分
②相手の言うことがわかるか（％）

１わかる
２なんとか
わかる

３わかりにくい ４わからない
５相手によってわかるとき
　とわからないときがある

視覚障害　n21 61.9 4.8 0.0 4.8 28.6

聴覚障害　n45 28.9 20.0 24.4 17.8 6.7

音声・言語　n3 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0

上肢・下肢障害　n10 80.0 10.0 0.0 0.0 10.0

脳性麻痺　n12 66.7 16.7 0.0 0.0 16.7

身体障害重複　n15 53.3 13.3 6.7 6.7 20.0

高次脳機能障害　n15 33.3 40.0 33.3 0.0 6.7

知的障害　n13 30.8 46.2 0.0 0.0 15.4

知的障害重複　n6 50.0 0.0 0.0 16.7 33.3

発達障害　n24 33.3 12.5 8.3 0.0 45.8

精神障害　n6 50.0 0.0 33.3 0.0 16.7

障害区分
③文字を書いて伝えることができるか（％）

１できる
２なんとか
できる

３しにくい ４できない
５意思伝達装置等の　
機器を使用してできる

視覚障害　n21 38.1 19.0 9.5 19.0 14.3

聴覚障害　n45 71.1 17.8 8.9 0.0 2.2

音声・言語　n3 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0

上肢・下肢障害　n10 10.0 10.0 40.0 40.0 0.0

脳性麻痺　n12 25.0 25.0 0.0 50.0 0.0

身体障害重複　n15 33.3 26.7 20.0 13.3 6.7

高次脳機能障害　n15 40.0 33.3 40.0 0.0 0.0

知的障害　n13 30.8 15.4 15.4 38.5 0.0

知的障害重複　n6 0.0 16.7 16.7 66.7 0.0

発達障害　n24 43.5 26.1 13.0 17.4 4.3

精神障害　n6 41.7 25.0 16.7 16.7 4.2
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障害区分
④文字で書かれたものが理解できるか（％）

１できる
２なんとか
できる

３しにくい ４できない

視覚障害　n21 33.3 0.0 4.8 61.9

聴覚障害　n45 66.7 17.8 6.7 2.2

音声・言語　n3 66.7 33.3 0.0 0.0

上肢・下肢障害　n10 70.0 20.0 10.0 0.0

脳性麻痺　n12 58.3 33.3 0.0 0.0

身体障害重複　n15 66.7 33.3 0.0 0.0

高次脳機能障害　n15 20.0 46.7 33.3 0.0

知的障害　n13 15.4 30.8 15.4 30.8

知的障害重複　n6 33.3 0.0 0.0 66.7

発達障害　n24 45.8 29.2 20.8 4.2

精神障害　n6 33.3 16.7 50.0 0.0

障害区分
⑤テレビを楽しむことができるか（％）

１楽しめる
２なんとか
　楽しめる

３楽しみにくい ４楽しめない
５介助者がいればチャンネルや音
量の変更を指示して楽しめる

視覚障害　n21 33.3 38.1 14.3 14.3 0.0

聴覚障害　n45 46.7 40.0 6.7 0.0 0.0

音声・言語　n3 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0

上肢・下肢障害　n10 70.0 10.0 10.0 10.0 0.0

脳性麻痺　n12 91.7 0.0 0.0 0.0 8.3

身体障害重複　n15 53.3 33.3 0.0 6.7 6.7

高次脳機能障害　n15 50.0 16.7 0.0 33.3 0.0

知的障害　n13 38.5 23.1 15.4 7.7 0.0

知的障害重複　n6 66.7 0.0 16.7 16.7 0.0

発達障害　n24 75.0 16.7 8.3 0.0 0.0

精神障害　n6 50.0 16.7 0.0 33.3 0.0
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障害区分
⑥スマホやパソコンのインターネットは使えるか（％）

１使える
２なんとか
使える

３使いにくい ４使えない
５介助者がいれ
ば使える　

視覚障害　n21 66.7 14.3 4.8 14.3 0.0

聴覚障害　n45 55.6 22.2 2.2 13.3 0.0

音声・言語　n3 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0

上肢・下肢障害　n10 30.0 10.0 10.0 20.0 30.0

脳性麻痺　n12 50.0 8.3 0.0 25.0 16.7

身体障害重複　n15 53.3 20.0 0.0 13.3 13.3

高次脳機能障害　n15 50.0 16.7 0.0 33.3 0.0

知的障害　n13 7.7 23.1 7.7 53.8 0.0

知的障害重複　n6 16.7 16.7 16.7 50.0 0.0

発達障害　n24 50.0 12.5 0.0 16.7 20.8

精神障害　n6 50.0 16.7 0.0 33.3 0.0

障害区分
⑦電話は使えるか（％）

１使える
２なんとか
使える

３使いにくい ４使えない
５介助者がいれ
ば使える　

視覚障害　n21 71.4 4.8 9.5 9.5 4.8

聴覚障害　n45 6.7 4.4 8.9 64.4 4.4

音声・言語　n3 33.3 0.0 33.3 33.3 0.0

上肢・下肢障害　n10 60.0 10.0 10.0 20.0 0.0

脳性麻痺　n12 33.3 25.0 0.0 16.7 25.0

身体障害重複　n15 26.7 13.3 6.7 26.7 26.7

高次脳機能障害　n15 20.0 53.3 13.3 0.0 6.7

知的障害　n13 15.4 38.5 0.0 30.8 7.7

知的障害重複　n6 16.7 16.7 16.7 50.0 0.0

発達障害　n24 41.7 16.7 4.2 29.2 8.3

精神障害　n6 16.7 0.0 33.3 33.3 16.7
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障害区分
⑧ FAXは使えるか（％）

１使える
２なんとか
使える

３使いにくい ４使えない
５介助者がいれ
ば使える　

視覚障害　n21 23.8 4.8 23.8 28.6 19.0

聴覚障害　n45 80.0 8.9 0.0 4.4 0.0

音声・言語　n3 0.0 66.7 0.0 0.0 33.3

上肢・下肢障害　n10 20.0 10.0 0.0 30.0 40.0

脳性麻痺　n12 16.7 16.7 0.0 25.0 33.3

身体障害重複　n15 26.7 13.3 6.7 33.3 20.0

高次脳機能障害　n15 33.3 16.7 16.7 33.3 0.0

知的障害　n13 7.7 7.7 7.7 53.8 15.4

知的障害重複　n6 0.0 0.0 16.7 83.3 0.0

発達障害　n24 12.5 20.8 0.0 54.2 12.5

精神障害　n6 33.3 16.7 16.7 33.3 0.0

障害区分
⑨あなたのコミュニケーション手段はなにか（％）

１口で
　話す

２耳で
　聞く

３紙に
　書く

４パソコン
　をつかう

５スマホ・携
　帯をつかう

６電話を
　つかう

７FAXを
 つかう

８手話 ９筆談
10　　
触手話

視覚障害　n21 95.2 71.4 23.8 90.5 57.1 81.0 14.3 14.3 14.3 14.3

聴覚障害　n45 57.8 22.2 73.3 51.1 68.9 11.1 68.9 82.2 80.0 6.7

音声・言語　n3 100.0 66.7 100.0 33.3 100.0 66.7 33.3 0.0 33.3 0.0

上肢・下肢障害　n10 80.0 60.0 40.0 40.0 60.0 40.0 50.0 10.0 20.0 0.0

脳性麻痺　n12 83.3 91.7 50.0 58.3 66.7 58.3 33.3 0.0 8.3 0.0

身体障害重複　n15 100.0 73.3 53.3 53.3 66.7 53.3 46.7 0.0 33.3 0.0

高次脳機能障害　n15 83.3 66.7 66.7 50.0 50.0 66.7 16.7 0.0 16.7 0.0

知的障害　n13 76.9 76.9 46.2 7.7 30.8 38.5 7.7 0.0 0.0 0.0

知的障害重複　n6 83.3 66.7 16.7 16.7 16.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

発達障害　n24 87.5 91.7 66.7 41.7 54.2 50.0 20.8 4.2 8.3 0.0

精神障害　n6 83.3 66.7 66.7 50.0 50.0 66.7 16.7 0.0 16.7 0.0

障害区分
⑨あなたのコミュニケーション手段はなにか（％）

11文字
 盤

12点字
13指点
 字

14補聴
 器

15人工
　 内耳

16　　
ルーペ

17拡大
 読書器

18音声読み
 上げソフト

19意思　
伝達装置

20　　
その他

視覚障害　n21 9.5 76.2 38.1 38.1 0.0 14.3 28.6 81.0 4.8 4.7

聴覚障害　n45 2.2 0.0 2.2 35.6 2.2 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0

音声・言語　n3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上肢・下肢障害　n10 20.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0

脳性麻痺　n12 33.3 0.0 0.0 8.3 0.0 0 0 0 0 10.0

身体障害重複　n15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

高次脳機能障害　n15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

知的障害　n13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1

知的障害重複　n6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

発達障害　n24 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 20.8

精神障害　n6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7
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【視覚障害】　　　指文字　　手書き文字　　体に触れて伝えてもらう
【知的障害】　　　本人の表情や時々発する声　　スマホ　　介助者の手を引っ張ってゆく
　　　　　　　　わかる単語があればその単語をくり返す
【脳性麻痺】　　　指さしジェスチャー
【発達障害】　　　絵カード　４　　指さし　　表情　　指で文字を書く
【精神障害】　　　目で見る→実物や写真・イラストを見せられて理解できることがある
　　　　　　　　動作で示す→欲しいものに手を伸ばす、クレーン現象、手引きされて行き先など
　　　　　　　　を理解する、ものを持っていく

３　意思疎通（コミュニケーション）で困ること

障害区分
①「自分の言いたいことが伝わらない」、「相手の話がわからない」日常場面（％）

１学校の
授業

２学校の
行事

３学校で
　の相談

４職場で
　の作業

５職場で
　の会議

６職場で
　の研修

７職場の
行事

８仕事の
相談

９病院の
受付

10病院で
　 の診察

視覚障害　n21 9.5 9.5 4.8 19.0 28.6 23.8 23.8 19.0 42.9 47.6

聴覚障害　n45 22.2 24.4 22.2 24.4 40.0 35.6 28.9 24.4 37.8 51.1

音声・言語　n3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3

上肢・下肢障害　n10 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 40.0 50.0

脳性麻痺　n12 0.0 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 41.7 41.7

身体障害重複　n15 6.7 6.7 6.7 26.7 20.0 20.0 20.0 26.7 33.3 40.0

高次脳機能障害　n15 0.0 0.0 0.0 60.0 26.7 40.0 53.3 40.0 53.3 46.7

知的障害　n13 15.4 15.4 7.7 15.4 15.4 0.0 0.0 23.1 38.5 38.5

知的障害重複　n6 83.3 50.0 50.0 83.3 50.0 50.0 33.3 66.7 100.0 66.7

発達障害　n24 37.5 33.3 29.2 45.8 45.8 45.8 25.0 41.7 29.2 41.7

精神障害　n6 16.7 16.7 16.7 33.3 16.7 16.7 16.7 33.3 16.7 16.7

障害区分
①「自分の言いたいことが伝わらない」、「相手の話がわからない」日常場面（％）

11病院で
　 の検査

12病院で
　 の相談

13役所の
 受付

14役所で
　 の相談

15郵便局や
 銀行の受付

16郵便局や　
銀行での相談

17電車やバス等の
 切符を買う時

18電車等移動中
 の車掌との会話

19 旅行会社
　 との相談

20宿泊先のホテル等
　 受付とのやりとり

視覚障害　n21 47.6 28.6 47.6 38.1 57.1 38.1 38.1 23.8 33.3 52.4

聴覚障害　n45 44.4 42.2 33.3 28.9 28.9 35.6 37.8 33.3 33.3 28.9

音声・言語　n3 0.0 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3 33.3

上肢・下肢障害　n10 40.0 50.0 40.0 60.0 50.0 60.0 40.0 40.0 50.0 40.0

脳性麻痺　n12 41.7 25.0 41.7 50.0 50.0 33.3 33.3 41.7 33.3 41.7

身体障害重複　n15 33.3 33.3 40.0 40.0 46.7 40.0 53.3 46.7 26.7 40.0

高次脳機能障害　n15 33.3 60.0 60.0 66.7 53.3 46.7 13.3 26.7 40.0 46.7

知的障害　n13 46.2 38.5 38.5 53.8 38.5 46.2 46.2 23.1 46.2 46.2

知的障害重複　n6 83.3 66.7 83.3 83.3 83.3 83.3 66.7 66.7 83.3 83.3

発達障害　n24 25.0 37.5 33.3 41.7 29.2 33.3 20.8 20.8 29.2 20.8

精神障害　n6 16.7 33.3 33.3 33.3 33.3 16.7 16.7 16.7 33.3 33.3
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障害区分
①「自分の言いたいことが伝わらない」、「相手の話がわからない」日常場面（％）

21利用している　
施設職員との会話

22利用している　
ヘルパーとの会話

23 福祉の
 相談

24福祉行事に
 参加したとき

25市民向けの行事
　 に参加したとき

26買い物のとき
 の店員との会話

視覚障害　n21 4.8 14.3 19.0 33.3 33.3 47.6

聴覚障害　n45 11.1 8.9 20.0 22.2 40.0 40.0

音声・言語　n3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上肢・下肢障害　n10 40.0 40.0 40.0 40.0 30.0 50.0

脳性麻痺　n12 50.0 33.3 50.0 41.7 41.7 41.7

身体障害重複　n15 13.3 20.0 26.7 26.7 40.0 26.7

高次脳機能障害　n15 40.0 26.7 66.7 20.0 26.7 53.3

知的障害　n13 23.1 15.4 38.5 38.5 46.2 53.8

知的障害重複　n6 66.7 50.0 100.0 50.0 66.7 83.3

発達障害　n24 20.8 4.2 25.0 20.8 29.2 41.7

精神障害　n6 33.3 33.3 16.7 16.7 16.7 50.0

【その他の記述】
【聴覚障害】
　・道などを尋ねる時
　・電車やバスの中での会話、車内放送
　・タクシー運転手との会話、駅員との会話、レストラン店員との会話
　・家族との会話　学校 PTA　　飲み会
　・まだ中学生なので親と一緒に行動している
【上肢・下肢障害】
　・寝たきりで声がでない為、家族他介助者に全部頼んでいる
【脳性麻痺】
　・団体やクラブ等の会議・話し合い　2
【身体障害重複】
　・その他というより別件ですが、回答者は 30 歳の脳出血を発症した方です。回答者は「右反射空
間無視」もあるため、設問の右側に意識が向きません。そこで指差しをして回答してもらいまし
たが、上記設問右側に一切意識が向いていませんでした。本人は分かっていると言いますが、か
なりの部分で通じていません。これが高次脳機能障害です。

【知的障害】
　・①本人の困り度は不明ですが、作業所内での作業指示や会話の理解が不十分で、機嫌が悪くなっ

たり、本人からの訴えを理解するのに、推測を要したりすることがあります。
　　②本人に困り感はないと思いますが、作業所での指示理解や他利用者との会話で不十分な点がみ

られます。
　　③単純な話以外は難しい。
　　④自分の思い込みがあり、正しく伝わらない。
　・①軽い知的障害があるので、生活上のすべてで簡単な事はできます。役所・病院など親が一緒に

行って本人の話を聞いて相手に伝える。
　　②生活上、上記のような場面がない。病院での診察時も痛い時以外はあまり変化がない。
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　　③例示されている項目すべてに自分では対応できない。その必要も認識できない。
【知的障害重複】
　・「どこから来たの」「明日お客さん来るの」と会話はでき、成立する。通院時間の理解は朝食後、
昼食後の区別も困難。やや複雑な話になると、返事はなく、笑顔を返される。

【発達障害】
　・言語がないため、すべての場所で困難がある。
　・①本人が数分程度しか記憶をすることが出来ない為、物事をすべてを通して理解することが難し

い為、話を理解したとしても、会話を記憶にとどめることが無理である。その為話し合いやド
ラマ等のストーリーを楽しんだとしても、理解することは出来ていない。

　　②日常生活場面のほぼ全て
　・かつ舌が悪いので、相手から聞き返される事が多いのです。状況判断や相手の気持ちによりそえ
ない事も時々あります。

■非常時や災害時の不安・困ること　　②～④

障害区分 ②非常時や災害発生時の情報獲得にての不安 ③非常時や災害発生時の困り事を伝える不安

１不安がある ２やや不安がある ３不安はない １不安がある ２やや不安がある ３不安はない

視覚障害　n21 76.2 23.8 0.0 42.9 52.4 4.8

聴覚障害　n45 53.3 37.8 4.4 46.7 44.4 4.4

音声・言語　n3 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0

上肢・下肢障害　n10 50.0 30.0 20.0 60.0 20.0 20.0

脳性麻痺　n12 66.7 25.0 8.3 75.0 25.0 0.0

身体障害重複　n15 46.7 46.7 0.0 46.7 46.7 0.0

高次脳機能障害　n15 46.7 60.0 0.0 53.3 53.3 0.0

知的障害　n13 38.5 30.8 15.4 46.2 23.1 15.4

知的障害重複　n6 83.3 16.7 0.0 83.3 16.7 0.0

発達障害　n24 45.8 41.7 12.5 50.0 41.7 8.3

精神障害　n6 50.0 16.7 33.3 50.0 33.3 16.7

④非常時や災害時の支援
【視覚障害】
　・口頭、または音声で情報の伝達と、誘導による移動支援。
　・駅や公共施設において、地震や火災事故発生時に、「お近くに白杖を持った視覚障害者の方がい

ましたら、みなさまのサポートのご協力をお願いします」というようなアナウンスを周囲の人た
ちに流してほしい。また、「サポートが必要な方がおられましたらその場で大きく手を上げてく
ださい」というようなアナウンスを流してくれたら気が付いてもらいやすい。

　・周囲が騒然となっていたり、パニックになっている可能性もあるので、駅員や店員の指示誘導は
はっきりと聞き取りやすいようにマイクや拡声器を使ってほしい。

　・携帯やスマホは使えており、エリアメールには登録しているが、障害者専用のエリアメールとか、
エリア別のメールマガジンみたいなものを作って、有用な情報を流してほしい。

　・出先での災害が心配である。駅や公共施設の掲示板等の文字が読めないため、その場で動けなく
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なることが予想されたり、帰宅困難になった場合には、指示や避難先までの誘導が必要になる。
駅員や店員、役所職員等、人員が余っていたら一人付けてほしい。また、交通機関や帰宅の足が
確保できるまでの間、駅事務所やお店の事務所、役所の関係者がいるところ等、駅員や店員、役
所の職員等、公共施設の職員の目の届きやすい場所で待機させてほしい。

　・情報の入手ができないので、駅や公共施設では、レンタルラジオを数台用意して、災害時に障害
者に貸してもらえるようにしてほしい。

　・全国の団地やマンションの管理組合向けの「災害時障害者に対するサポートマニュアル」等を作
成して、啓発活動をしておいてほしい。

　・自宅まで駆けつけてくれる支援体制
　・室内の点検
　・避難誘導
　・福祉避難場所が近くにあるとよい。その場所を知らせてもらいたい。福祉避難場所などには介助
者など配置してもらいたい。

　・周りの状況がわかること。
　・振動式の時計、音声時計
　・盲ろう者、視覚障害者、聴覚障害者が、それぞれの障害の程度に合わせて使える情報機器。
　・通訳・介助員、通訳者、同行援護ヘルパーの派遣
　・トイレに行きたいときに行けるように歩行訓練や視覚に障害があっても歩きやすい空間確保、手
引き誘導支援

　・避難を助けてくれる人
　・プライベート空間の確保
　・個室の入浴ができる施設
　・衣食住の生活支援の優先的配慮
　・補聴器の電池
　・視覚障害者、聴覚障害者、盲ろう者に必要な情報提供
　・移動介助
　・周囲、情報説明
　・安全な場所までの移動支援
　・情報の提供。
　・家族と会えるまでのサポート
　・安全な場所への誘導。
　・飲食の確保。
　・通訳介助者・コミュニケーション手段の配慮等。
　・個々の障がい状況を把握し、障がいに応じて情報提供、及び救助体制を整えて欲しい。
　・誘導、トイレに音声も聞きにくくなると思う。
　・避難場所までの手引き者がほしい。
　・情報を伝えてくれる人がほしい。
　・何か災害があった時には登録しているので情報を得ることができる
　・移動介助（ガイドヘルプ）
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　・掲示物などの読み上げ
　・その他、いろいろありそうだが、想像がつかないというのが正直なところです。
　・災害時、移動できなくなった場所がなじみのない場所である場合、安全なところまでの移動が困
難になるので、ガイドが必要。避難所等の知らないところでも、トイレ、食料確保などにガイド
が必要。張り紙などによる情報を見ることができないので、読んでもらうか、別のやり方での情
報提供が必要。

　･視覚障害者のため周囲の情報がすぐに分かるように案内放送などがあったら良い。見えないこと
を伝えられるマークを胸につけて、自分から声をかけてもらえるようにする。そのためのマーク
を市民に認知してもらう。

　・避難先での誘導
　・文字情報を人の声で読み上げ、または点字化
【聴覚障害】
　・聞こえない人が集まる場を設定する
　・目で見てわかる情報がほしい。あれば、とても安心です。
　・聴覚障害者は姿形では、どこに障害があるのかわかりません。
　・聴覚障害者がいてもいなくても、文字や絵やランプで知らせることを義務づけれるようになって
ほしいです。

　・非常時にフラッシュがつくといい
　・大事なことは紙に書いて見えるようにしてほしい
　・手話通訳支援、聴覚障害者が集まっている（避難している）場所の情報提供、文字による指示、
情報伝達

　・手話通訳、要約筆記があればいいが……実際に非常時や災害の経験がないので何とも言えない
　・支援してくれるスタッフさんや手話ができる人がすぐわかるような支援があると良い
　・掲示板などに様々な情報をのせてほしい（マンパワーの問題もあると思うが）
　・電光掲示板・看板などの視覚的情報提供機器・物
　・災害時は食べ物や水、毛布などの配布があるとき、視覚的な情報がほしい。
　・手話のできる人がいること
　・目でみてわかる表示があること。
　・精神的に落ち着ける環境にいられること
　・人に助ける必要がある
　・障害者向けの情報保障
　・手話又は筆談で話して下さると幸いです。
　・手話通訳者の待機している場所を知らせる旗等かがけてほしい。
　・手話が出来る方々、通訳者の配置　　２
【音声・言語】
　・声かけ
【上肢・下肢障害】
　・避難誘導の介助、食事の介助
　・避難の場所で、何が欲しいかと聞かれる時に、うまく聞き取ってくれる人がいればよいと思う。



135

資料編：意思疎通支援事業実態調査および意思疎通支援ニーズ調査結果

第
２
部　

資
料
編
：
意
思
疎
通
支
援
事
業
実
態
調
査

　
　
　
　

お
よ
び
意
思
疎
通
支
援
ニ
ー
ズ
調
査
結
果

　・移動手段と避難先での介助者がいると安心（言葉がわかる、食事・トイレができる介助者がいる
かどうか）

【脳性麻痺】
　・とにかく声を出しているのを聞いたら、抱きしめてほしい。守ってほしい。
　・職員がしっかりと対応してほしい。
　・周囲に知り合いがいれば（家族・友人・ヘルパー等）対応できるかもしれないが、一人で行動中
の場合誰に何を助けてもらえばよいのか、どう行動したらよいのか、判断できない。自分から動
けないので、そのような人たちに対応できる場・人があるとよい。

　・１人でいることが多いので、助けてくれるかどうかが心配
　・右半身障害、失語症であるが、まず安全な場所に避難できること（安全確保）
　・避難場所までどうやって避難するか。
　・避難場所がバリアフリーになっているか。
　・助けに来てもらいたい。
　・長く歩けないので車椅子を押して欲しい
【身体障害重複】
　・普段慣れている人が居ないと自分のことを周りに伝えるのが困難だと思う。そういったところを
フォローできる様な支援

　・障害者・高齢者世帯への安否確認、食料の配給、避難所でのトイレ設置、電源確保、などなど
　・自分自身で身動きが出来ない。家族で移動介助出来るか？非常時や災害時の状況にもよるが行政
等による確認や移動支援をして欲しい。

　・個別の介助があると助かります。
　・ホワイトボードがあると助かります。
　・一人でいる時事態が発生したら「市役所に繋がる非常時 SOS」のボタンを押したら担当者が駆
け付けられるシステムのようなものを自治体が設置してくれる

　・情報がないと不安がある
　・静かな空間とゆっくり話を聞いてくれる人がいてほしい。
　・言語聴覚士さんがその場にいてくださると助かります。
　・移動、助け
【高次脳機能障害】
　・わかりやすい指示
　・テレビやラジオ、パソコンで地震情報を見てみる。
　・家族・兄弟にTELしてみる
　　直接の指示や誘導　　２
　・直接的な指示や誘導
　・視覚障害者のマラソンで一緒に走ってくれる伴走者のような人が付いてほしい。
【知的障害】
　・非常時の判断ができない。できたとしても自力で動けない。非常時の施設での体制が大丈夫なの
か親家族としてはとても不安。

　・パニックを起こして、どうしてよいかわからないと思うので、すぐに支援者の支援介助が受けた
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い。
　・視覚での支援
　・１対１で説明してもらうこと。
　・避難場所が遠い
【知的障害重複】
　・見知った人と一緒に行動できたら良い。留置カテーテルを使用しているので、その処置ができた
ら良い。食欲があまりなく、胃腸も弱いので、御粥、刻みの食事にしてほしい。喧噪な場所は苦
手なので、なるべく静かな環境にいたい。

　・非常時も、災害時も、必ず人に連れて行ってもらいたい。
　・静かで人の混まない場所で過ごせる場所に避難させてほしい。
　・トイレ不安が強いので、トイレの確認を本人が納得するまで行かせてほしい
　・いつも一緒にいる職員と一緒に過ごしたい。または施設同士が避難提携をするのであれば、見知
らない職員に慣れる時間を常時からつくってほしい

　・内服情報が共有でき、どこに避難しても薬の内服が継続できるようにしてほしい
　・繰り返しわかりやすい、単純な言葉で話しかける
　・ジェスチャーを交えて話しかける
　・ヘルパーを確保できるか不安
【発達障害】
　・状況をわかりやすく正確に教えてくれる人、あるいは紙等の媒体。できるだけ細かく尚且つ、先
の見通しまできちんと教えてもらえる手段。

　・支援者は常に必要。災害時等避難先において、保護者が一人の場合は、周囲の助けが必要だと思
う。子供から長時間離れて、配布などに並ぶことはできないと思う。本人は、状況判断もできな
いし、必要な情報も一人では取り入れることができない。

　・①本人が安心して過ごせる場所があること。落ち着ける場所（カームダウンエリア）
　　②避難所で過ごす場合、できるだけ人がいない静かな場所を確保できるようにする。
　　③不安になったり心配になったら→これから行う予定や行く場所を絵や写真で伝える。
　　④パニックにならないように、なる前にどうしたら落ち着けることができるか、周りの人に具体

的に対応の仕方を知ってもらう。
　　⑤「助けてカード」や「サポートブック」を活用してもらう。
　　⑥要援護者名簿に登録をしておく。
　・あらかじめ避難経路を明確に表示してほしい。（空間認知が悪いため。）
　・発達障害者は、よりパニックに陥りやすいため、避難誘導をしてほしい。
　・避難所・救護所などの情報を的確に提供してほしい。
　・マンツーマンで人がついてくれる支援があると良いと思う。
　・避難所への誘導、図解した情報の提供、避難所での図示情報、落ち着ける（一人で居られる）環
境。

　・人に相談するのが苦手なのでスマホが使えれば問題ないです。ただ災害時は回線が繋がらない事
があるので、そういう時はパニックになるかもしれません。人間からの支援よりスマホやパソコ
ンが繋がると助かります。
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　・発達障害に詳しい方が１対１で丁寧に話を聞いてもらえると伝わると思います。
　・何に困っているかを聞き取ってほしい。
　・在宅者が孤立した場合の障害者向け連絡システム
　・健常なお子さん以上にストレスを感じると思うので、段ボール等で空間を仕切って一人になれる
スペースの確保があると安心です。以前よりは落ち着いていますが、じっとしている事は難しく
ウロウロしてしまうので歩き回っても良いお部屋があると多少ストレスが軽減されるのではない
かと思います。現在通園している児童発達支援センターの児童を集めて普段療育してくれている
先生が様子を確認してもらえると、親が気づかなかった異変にも気づいてくれそうなので良いな
と思います。

　・グループホームなので、指導員がまとめて指示してくれる（団体行動）が一人で群衆の中にいる
時など情報が理解出来、避難行動が出来る様なハッキリとした分かりやすい指示（アナウンスや
電光文字盤等）があるといい。

　・家庭で使用している”おめめどう”という会社のコミュニケーションメモのフォーマットを学校
や放課後デイサービス、病院など日頃から使用してもらっています。フォーマットが慣れたもの
なら、なんとか意思疎通できると思います。まずは本人を落ち着かせる→いつもとちがう理由を
説明→見通しを持たせる（スケジュール）事でパニックを最小限にできればと思います。

　・絵カードや見通しがきく指示書（流れをわかりやすく説明）、“あわてない”“おちついて”など
の声かけ、短い言葉の声かけ

【精神障害】
　・部屋の確保、暴れる人を落ち着かせてほしい
　・常に見守ることが必要。大変な事が起こったとしても、数分で忘れてしまう為
　・障害者の避難所を作ってほしい。集団。ゆっくりきいてくれる、言いたい事をひき出してくれる
人がいたら。

　・多くの刺激が遮断できる固有スペース、視覚的に予定や見通しが分かるもの

４　意思疎通（コミュニケーション）の支援の利用状況

障害区分
①家族に意思疎通支援を頼むか ②家族以外の意思疎通支援

１主に家族 ２時々家族 ３家族に頼まない １受けたことがある ２受けたことはない

視覚障害　n21 38.1 28.6 14.3 76.2 14.3

聴覚障害　n45 20.0 37.8 15.6 60.0 22.2

音声・言語　n3 0.0 66.7 33.3 33.3 66.7

上肢・下肢障害　n10 30.0 40.0 30.0 70.0 30.0

脳性麻痺　n12 25.0 25.0 41.7 58.3 33.3

身体障害重複　n15 13.3 40.0 26.7 46.7 40.0

高次脳機能障害　n15 46.7 46.7 13.3 46.7 60.0

知的障害　n13 23.1 46.2 15.4 46.2 38.5

知的障害重複　n6 33.3 33.3 33.3 16.7 83.3

発達障害　n24 33.3 37.5 29.2 54.2 37.5

精神障害　n6 16.7 50.0 33.3 50.0 50.0
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障害区分
③家族以外の意思疎通支援者

１知人・
友人

２近所
　の人

３ヘル
　パー

４福祉事業所
の相談員

５福祉事務所
の職員　

６学校の
先生

７役所（役
場）の職員

８保健師

視覚障害　n21 61.9 23.8 38.1 9.5 4.8 4.8 23.8 4.8

聴覚障害　n45 55.6 24.4 2.2 8.9 4.4 20.0 8.9 0.0

音声・言語　n3 66.7 33.3 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0

上肢・下肢障害　n10 60.0 10.0 90.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0

脳性麻痺　n12 50.0 33.3 50.0 16.7 41.7 0.0 25.0 16.7

身体障害重複　n15 6.7 6.7 40.0 20.0 13.3 6.7 0.0 0.0

高次脳機能障害　n15 26.7 6.7 26.7 60.0 66.7 6.7 13.3 0.0

知的障害　n13 23.1 0.0 7.7 23.1 53.8 7.7 0.0 0.0

知的障害重複　n6 0.0 0.0 33.3 16.7 50.0 16.7 0.0 0.0

発達障害　n24 20.8 12.5 20.8 20.8 37.5 12.5 0.0 0.0

精神障害　n6 33.3 16.7 16.7 66.7 66.7 16.7 0.0 0.0

障害区分
③家族以外の意思疎通支援者

９手話　
　通訳者

10要約
 筆記者

11ボラン　
ティアの人

12その他

視覚障害　n21 14.3 9.5 33.3 4.8

聴覚障害　n45 77.8 11.1 24.4 0.0

音声・言語　n3 0.0 0.0 0.0 0.0

上肢・下肢障害　n10 0.0 0.0 0.0 0.0

脳性麻痺　n12 8.3 0.0 16.7 0.0

身体障害重複　n15 6.7 0.0 6.7 0.0

高次脳機能障害　n15 6.7 0.0 13.3 0.0

知的障害　n13 0.0 0.0 15.4 7.7

知的障害重複　n6 0.0 0.0 16.7 0.0

発達障害　n24 0.0 0.0 0.0 0.0

精神障害　n6 0.0 0.0 33.3 0.0
＊
職場の同僚　　

＊
盲ろう者通訳介助員　３

＊
職場の上司　　職場乗の同僚

＊
訪問看護士・マッサージの先生　　作業療法士

＊
就労支援センターの職員

＊
施設職員

＊
施設職員　　セラピスト　　職場で話せる人

＊
施設職員

５　意思疎通支援についてうれしい支援や便利だと思う支援
①人による支援
【視覚障害】
　・直接口頭による会話
　・会話があればいいです。
　・何時でも、電話やファックスなどで目の代わりをしてくれるところがあればよい。
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　・視覚障害者のため、広いショッピングセンターなどに行った時に、目的地まで誘導案内と、商品
説明が欲しい。

　・周囲の環境認知（周りの状況を説明してくれる）、代読・代筆
　・書類の代筆、郵便物の朗読等、図書館や公共施設での対面朗読やリーディング等のサービスを充
実させてほしい。

　・ガイドヘルパーにちょっとした郵便物の朗読や代筆を頼むと「それはガイドヘルプの仕事ではな
い」と断られたり、秘密が厳守されるのかが怪しい人もいる。書類の朗読や代筆してくれるよう
なヘルパーの養成やサービスを充実させてほしい。

　・役所や銀行で職員や銀行員に書類を読んでもらったり代筆してもらうとき、騒がしい窓口でよく
内容が理解できないとかプライバシーを守ってほしいような内容があるので、可能な限り個室や
相談室で対面式でやってもらえると助かる。

　・中途失聴者、難聴者、盲ろう者への手話、触手話、手書き文字などの学習支援
　・盲ろう者へ配慮された接近手話、触手話、筆記通訳
　・手話、要約筆記通訳以外にも手書き文字（手のひら書き）通訳も意思疎通コミュニケーション支
援として、通訳者を派遣してほしい。（盲ろう者の通訳・介助員派遣とは別枠で）

　・弱視者や難聴者が利用しやすい機器、用具、支援情報の提供
　・日常の様々な場面での通訳派遣
　・指点字訓練支援と指点字通訳支援
　・周囲、情報説明
　・病院、買い物、通勤、娯楽・趣味活動など、セミナーや定期的な講習を受ける時など。状況説明
を伝えてほしい。

　・読み書き支援の独立した派遣事業。（守秘義務の徹底）
　・視覚障害者のため、広いショッピングセンターなどに行った時に、目的地まで誘導案内と、商品
説明が欲しい。ある程度の規模の店舗には、視覚ガイドを配置して頂き、サービスカウンターま
で行けたら、自由に買い物ができるようなサポートが受けられる。事前に買うものが決まってい
なくても、買い物を楽しめる。

　・墨字訳サービスとパソコンにより書いた文書の校正・レイアウト
【聴覚障害】
　・手話通訳　　５
　・要約筆記　　４
　・手話をやっている人がほしい
　・電話リレーサービス　　２
　・電話リレーサービスの 24 時間対応
　・遠隔手話通訳サービス
　・手話通訳者が待機している事を表した場所
　・手話通訳者のレベルに合わせた対応があると良い
　・電車・バス内で急にストップした場合、理由がわからない。
　・すぐ取り出せる場所に、筆談できる用具をどの施設にも機関にも設置しておく
　・ゆっくり話してほしい。難しい言葉のときは書いてほしい。
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　・出張手話講座、情報保障についての研修
【音声・言語】
　回答無し
【上肢・下肢障害】
　・関わってくれるすべての人に今やっている会話の仕方を覚えてほしい
　・歩行の見守り、交通機関（電車・バス）の乗り降りの介助
　・伝えたい言葉を正確に言える人
　・できるだけむずかしい言葉を使わず、はっきり説明してほしい。こちらからの話にはじっくり耳
を傾けてきいてほしい。

【脳性麻痺】
　・普段は本人の行動や考え方を理解している者が周囲にいるので、ことばが足りなくても「きっと
こういう事が言いたいのだろう」と判断できる。一度に複数のことを指示されたり、言われたり
すると理解できないので、わかりやすく意味をかみくだいて説明する。ただ初対面の人や緊急時
には本人も伝えられないので、ヘルプカードのようなものに「わかりやすく話して下さい」のよ
うな文言を入れたものを持たせるようにすると、一見わからない人に対応するのにも良いかと思
う

　・自分の言葉をわかってくれる人をふやす。
　・ヘルパー研修
　・パソコンの画面を見てゆっくり聞いてほしい。
　・当人の障害についての正しい理解を推し進める施策
【身体障害重複】
　・ホワイトボードをお互いに持っているとよいと思います。
　・きちんと話を聞く姿勢を持っている方。
　・私の話すことをまずききとり、明確に相手に伝えてくれることをスムーズに出来る支援があれば
うれしい。

　・常にメモ用紙など持っている時は良いが非常時には言葉を発せないので「表記」したものを（絵）
があると助かる。

【高次脳機能障害】
　・高次脳機能障害のため、かいつまんだ表現を簡潔に伝えることが必要 
　・高次脳を理解した人がフォローしなくては、うまくいかない
　・一緒に行ってくれるといい
　・町内会・近所の人・相談員
　・当事者である私の記憶を代わりにしてくれる人がいて、通訳のように分かりやすく説明してもら
いたい。

　　＊以前に比べ、想起することが少しだけレベルアップしたような気がする。おかげで人の会話に
自然と入っていけるようになった。

【知的障害】
　・かみくだいて、１対１で確認しながら説明してもらいたい
　・病気の時、一人では説明や受付など難しいと思う。ガイドヘルパーさんに頼めば良いが、急病の
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場合など病院に助けて来れる方がいると良い。
　・公共機関や店舗等で、障害を理解し詳しく説明や支援してくれる人が居たらありがたいと思う。
　・いつも身近に支援員がいること。
　・夜間時のトイレの介助（歩行困難である。躓

つまず

いて、転倒して、顔面を切り、縫
ほう

合
ごう

したことがある。）
　・行動支援
　・しょうがいの特性を理解してくれる人
　・話をゆっくり最後まで聞いてくれること。
【知的障害重複】
　・難しいことばが苦手。内容等の説明がほしい。わかりやすい言葉。
　・簡単な会話が時々できたらうれしい。できれば話しかけてくれて、いろいろな話をしてくれたら
うれしい。いろんなことに興味は持っている。

　・なるべく１対１でゆっくりとジェスチャーを取り入れながら話す
　・ケアマネージャーのように、本人の担当者が施設外にいて、月一ほどで面談しつつ、交渉する権
利を持つ、成年後見人がほしい。親と共同で複数後見ができると良い。また、利用料金がかから
ない、国の財政負担で行ってほしい。

　・機器、用具が使えるほど、知能が高くないので、はい、いいえで答えられるよう、親と同じくら
いの意思疎通レベルができる担当者が施設内にほしい。施設職員が一人の利用者に対して５人は
必要（職員の休みも含めて）。職員配置基準を上げてほしい。

　・欲しいものの実物を示す（タイヤチューブ等）
【発達障害】
　・発達障害の人は、言われたことを字義通り受け止めてしまい、相手の意図をくみ取ることや暗黙
のルールを理解することが難しい。

　・学習障害（読み書き障害）のため、表示されている文字が読めなかったり、文章の意味が分から
ない場合があるので、ていねいに説明してほしい。

　・役場・医療機関等で、書類を書く際、どの欄に何を書いたら良いのか分からない。契約書を記入
できないため、欲しいものを購入できない場合がある。

　・発達障害の特性をじゅぶんに理解している支援者による支援
　・レストランのメニューなどは、絵があるとわかりやすい。
　・コミュニケーションするとき、絵や写真、ひらがなやカタカナ文字入りでのコミュニケーション
ボードの活用等があるとわかりやすい。

　・意思疎通でも本人が伝えることを苦にする内容や状況があり、また同じ内容でも伝えやすい人・
伝えにくい人がいるので、なるべくその差をうめられるよう指導、アドバイスしてくれる専門の
人がいてくれたらと思います。

　・状況の説明など分かりやすく話すのが苦手なので、丁寧に聞いてくれる人の存在、理解しようと
してくれる方なら伝わる。

　・「どうしたの？」という質問ではなく「今困っていることは～という事ですか？」のように、う
まく引き出してくれると助かります。

　・急かさずに聞いてほしい。こうだねと決めつけないでほしい。
　・役所や銀行などの文章の意味がわかりにくいので、大事な手続の方法などをわかりやすく説明し
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てほしい。
　・コミュニケーションが単語レベルで中々理解しにくいと思いますが、少しでも多くの人に娘に関
わってもらって慣れてもらって何を言っているのか分かる人が増えると嬉しいです。健常なお子
さんだけ育児している親御さん、一般の保育園・幼稚園で普段子ども達と関わっている先生でも
娘が言っていることが分かりにくいのかあまりコミュニケーションが進みません。

　　①本人の気持ちに共感してわかりやすく伝えてくれること
　　②表情や行動に現れた内面を理解して、言葉で代弁して伝えてくれること。
　　③絵や写真等を使って伝えたり、本人に選択させてくれること
　　④苦手な音や声などから離れて安心できたり、作業がやりやすいように環境設定をしてくれるこ

と。
　・作業所の職員の数が増えること
　・相手の前に立たず短い言葉で声かけ、流れなどをホワイトボードなどで指示してほしい
【精神障害】
　・見守り、声を常にかけてくれる人　　理解出来る様細かく話をしてくれる人
　・バス等で「筆談あります」と書いた物を見た時は、なんとなく“ほっ”とする。
　 ・ゆったりきいて言いたいことを受け止めてくれる
　・介護の資格のある人が話を聞いてくれるサービス
　　・“待ってくれる”という支援　　ゆったり、短く、はっきり話してくれる

②機器等の利用
【視覚障害】
　・携帯電話、スマートフォン等による情報伝達　　2
　・スマートフォンのタッチパネルが主流になり、電話やメールでのコミュニケーションには以前よ
りも時間がかかるようになった。文字の入力間違いや電話のかけ間違いもある。以前のガラケー
のようなメールが打ちやすかったり電話がかけやすいような機器で、ネット利用もできるような
機器を考えてほしい。

　・文字読み上げソフト等、認識率を上げたり、更に聞き取りやすい音声にしてくれるような開発を
お願いしたい。

　・パソコン等でチケット等の買い物をするとき、画像認証があったりして、その都度誰かに見ても
らわなければならないので、改善してほしい。

　・視覚から入る情報（新聞・雑誌・手紙など）を間違いなく読んでくれる機器。
　・視覚を補助してくれる聞きがあって欲しい。
　・音声表示
　・点字表示（画面などの表示を音声や点字で分かるようにする）
　・音声ガイドなど
　・サイレン、半鐘による乱打
　・点字と弱視者にみやすいコミュニケーションボード
　・電子筆記機器
　・弱視者に見やすい磁気ボード
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　・弱視・難聴者が使いやすいデジタル通信機器
　・難聴者の補聴システム支援
　・拡大読書器
　・点字ディスプレイ
　・点字情報端末の利用。点字情報端末は高額であるため、せめてスマートフォンと同じくらいの価
格で購入できるよう補助してほしい。

　・各公共機関等への拡大読書器の設置。
　・視覚を補助してくれる機器があって欲しい。
　・サービス　　低価格のレンタル
【聴覚障害】
　・スクリーン、OHCまたはOHP等要約筆記
　・ループ─補聴器をつけている方でＴコイル切り替えができるものだと有効的なので、特に難聴者
の方々にはとても助かる。

　・UDトークなどあるが、より正確に迅速に変換できるものがあったらよい。特に専門用語など。
　・性能のいいマイクを使ってほしい。
　・PCテイク
　・コミュニケーションボード　　UDトーク　　TVチャット（手話や文字で会話できる）
　・筆談ボード
　・手話ができない人には（iPad などタブレットによる）アプリ利用での「筆談」
　・市役所やお店などにブギーボード（文字や絵を書いたり消したりできる筆談用のボード）やカキ
ポン（ブギーボードと同様）が設置されていると嬉しい。（まだまだ設置されていないところが
多い）

　・すでにあるが、スマートフォン・タブレットを使用した ICTをもっと普及してほしい。
　・音声読み上げソフト
　・手話翻訳機
　・補聴器・磁気ループ・電話リレーサービス
【音声・言語】
　回答無し
【上肢・下肢障害】
　・よくはわかりませんが気持ちをくみとる機械があったらいいと思います。
　・スマホの音声認識の精度を上げてもらいたい。今のだと自分の声では反応しない。家電が自分の
指示で操作が可能になるといいと思う。

　・携帯機器の文字盤
【脳性麻痺】
　・スマートフォンがもっと使いやすくなるといいと思います。トーキングエイドがスマートフォン
の機器に入れられるとより良く会話が出来ると思う。

　・言語障害を聞き取って、相手に伝える機械
　・SaaS のコミュニケーション支援ソフト（インストール不要の、インターネットに繋いだだけで
使えるコミュニケーション支援ソフト）
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　・言語障害を聞き取って、相手に伝わる機械
【身体障害重複】
　・機器の助成、種類や金額が増えてくれると助かります
　・できたらいいなと思います。
　・筆談
　・文字版など
　・電話などで私の言語を明確にしてくれる機器があったらうれしい。
　・スマートフォンタイプで簡単に入力でき音声確認が出来、修正もでき、人に伝えられるタブレッ
ト端末

【高次脳機能障害】
　回答無し
【知的障害
　・電話で話す事、聞く事が苦手だが、メールなど文で伝える事は割とできる。役所で住民票を取る
場合、パソコンから申し込む事はできる。窓口だととまどうかもわからない。

　・重度の知的障害で、自発的にできることはほとんどないが、意思は必ずあるはずで、目の動きや
脳波でそれらを表出できる機器が開発されればよいと思います。

　・歩行用補助用具
　・絵カードなど　視覚に訴えるもの
【知的障害重複】
　・片手でも使え携帯できるような大きさで絵カードで自分の意思が伝わるもの
【発達障害】
　・スマートフォンやその他 ITを利用して、本人が見てわかりやすい形でスケジュールなどを伝え
る等、今の時代ならばコミュニケーションツールとして IT機器は、是非取り入れていってほしい。

　・学習障害（読み書き障害）のため、文章等にふりがなをつけたり、拡大表示してほしい。
　・絵や映像などで視覚的支援をしながらの説明が分かりやすい。 
　　スマートフォンやパソコン
　・絵カード
　　PECS でのコミュニケーション支援。
　・タッチパネルのパソコン等
　・タブレットなど自分の言葉をかけるもの、携帯のメールやメッセージを登録してそれを相手に送
るようにする、携帯もラインなどの短語で伝えられたらいいのに（既読がつくし）

　・大きめの段ボールなど仕切りにできるもの→大勢の中でコミュニケーションをとる時、落ち着く
ため

【精神障害】
　・筆談の用具
　・視覚的に分かるもの。
　　“あと１分　次はこれ”など現在色々アプリも出てきているが、まだまだ使いにくい
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③その他
　・手帳としては視覚障害しか申請できないが、最近聴力も弱ってきて、難聴気味である。仕事以外
での生活、家族や友人との日常的会話やコミュニケーションは不便を感じることはほとんどない
が、仕事等聞き間違いが許されないようなときは補聴器を装用している。「軽いので、聴覚障害
者の手帳は取れない」と医師から言われたが、盲ろう者が利用できるサービスを使いたいときが
ある。そのような制度の隙間に落ちたような視覚障害者で軽度の難聴というものにたいしても盲
ろう者が受けている支援を受けられるようにしてほしい。

　・AI 技術応用のロボットが開発されている昨今、失語症の人の表情を読み質問し、伝えたいこと
を把握し、しかるべき人に情報伝達をし、言語聴覚士と同じ機能を持ったロボットを国家プロジェ
クトで開発してほしい。

　・緊張が強くなると、言葉が出にくくなるので、緊張を生み出さない環境作り
　・耳からの情報は入りにくい。目で見た方が理解しやすい発達障害もある。
　・本人の表情やちょっとした動作を読み取り、本人の能力も高められるようなコミュニケーション
支援の研究が進んでほしい。また研究実践の人材育成を望みます。

　・外で草むしりしていると気持ちが落ち着くので、時々散歩に付き合ってほしい。

６　意思疎通支援事業の今後の利用について

①意思疎通支援を利用したいと思うか％ ②利用する場合１ヶ月に何回利用したいか　％

障害区分
１利用　
　したい

２ときどき
利用したい

３利用したい
　と思わない

４わから
ない

１）１回から
 ５回ぐらい

２）10回
　ぐらい

３）20回
　ぐらい

４）毎日
　ぐらい

５）そのときになら
ないとわからない

視覚障害　n21 52.4 9.5 0.0 9.5 19.0 9.5 9.5 0.0 33.3

聴覚障害　n45 51.1 28.9 4.4 4.4 44.4 4.4 0.0 8.9 26.7

音声・言語　n3 33.3 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

上肢・下肢障害　n10 25.0 25.0 12.5 37.5 0.0 12.5 0.0 25.0 50.0

脳性麻痺　n12 8.3 25.0 25.0 16.7 8.3 8.3 0.0 8.3 41.7

身体障害重複　n15 20.0 13.3 26.7 13.3 6.7 13.3 0.0 6.7 26.7

高次脳機能障害　n15 20.0 6.7 0.0 13.3 13.3 0.0 0.0 6.7 20.0

知的障害　n13 23.1 7.7 7.7 53.8 7.7 0.0 0.0 15.4 69.2

知的障害重複　n6 33.3 16.7 16.7 33.3 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0

発達障害　n24 16.7 16.7 4.2 4.2 16.7 0.0 0.0 0.0 20.8

精神障害　n6 20.0 6.7 0.0 13.3 13.3 0.0 0.0 6.7 20.0

全体　n170　％ 27.6 14.2 8.8 21.2 16.3 4.4 0.9 7.1 28.0

聴覚障害のみ　n45　％ 51.1 28.9 4.4 4.4 44.4 4.4 0.0 8.9 26.7

聴覚障害のぞく　n125　％ 25.2 12.7 9.3 22.8 13.5 4.4 1.0 6.9 28.2

７　通訳派遣を断られたケースは、どんな理由で断られたか、想定できるケース（聴覚障害者のみ回答）
・趣味・習い事など毎週受ける講座
・宗教関連の行事、イベントの通訳派遣など
・会社の専門研修を受ける時、会社のプライベートで通訳派遣を依頼できないと言われた。
・会社で会議、朝礼のために手話通訳派遣を依頼したが、情報漏洩防止のため断られたことがある。
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・大学の講座などで学校側から「負担はできない」と通訳派遣を断られる。勤務先で「会社の機密情
報を外部の人に漏らしたくない」と通訳派遣を断わられる。市民イベント等で主催側から「予算に
入っていない」と通訳派遣を断られる。
・職場において、予算が組めないため、個人で依頼してほしいと言われた。
　※通訳が来ることについて理解はある。
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４　平成 27（2015）年度登録手話通訳者の派遣状況（聴覚障害者情報提供施設調査）

 ＊平成 29 年３月 13 日までに回答があった分 
①登録手話通訳者派遣件数別人数　　＊④は有料派遣のみ

年間 ① ② ③
＊
④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 合計 割合％

０件 188 45 8 105 40 125 86 9 35 86 25 752 46.0

１- ５件 90 22 32 65 17 60 44 12 29 57 19 447 27.3

６-10 件 26 13 12 16 7 22 2 9 6 12 7 132 8.1

11-20 件 24 6 36 16 10 14 0 12 6 10 7 141 8.6

21-30 件 13 7 4 10 6 2 0 5 5 0 2 54 3.3

31-50 件 6 5 4 10 3 10 0 3 8 0 4 53 3.2

51件以上 7 6 0 12 8 1 0 11 9 0 3 57 3.5

合計 354 104 96 234 91 234 132 61 98 165 67 1636 100.0

○都道府県の登録者で年間派遣件数０件は、全体の 46.0％　１-５件は 27.3％。６件以上は、全体の
26.7％。
　＊派遣件数が０または少数であることの考えられる理由
　　①本人に起因　　高齢　　病弱　　有職　　居住地の手話通訳業務担当
　　②環境に起因　　家族の介護・育児・看護　　有職の場合の兼職制限
　　③その他　　　　団体等の役員活動が忙しい

②登録手話通訳者年齢構成

① ② ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 合計 割合％

20代 1 1 1 0 5 1 10 0 0 19 1.4

30 代 29 14 8 12 22 3 27 12 6 133 9.6

40 代 92 26 22 31 83 11 29 47 18 359 25.9

50 代 146 39 35 56 110 25 22 64 32 529 38.2

60 代 78 24 22 30 82 19 9 36 9 309 22.3

70 代 8 0 3 3 12 2 1 6 2 37 2.7

合計 354 104 91 132 314 61 98 165 67 1386 100.0

平均年齢 52.7 ─ ─ 48.7 55 52.2 ─ 52 52 52.1

○登録手話通訳者の平均年齢は 52.1 歳（2015 年全通研調査：設置手話通訳者の平均年齢 51.3 歳）
　＊20 歳代の占める割合は 1.4％。30 歳代は 9.6％。
　　→登録手話通訳者としてのキャリアはほとんど 40 歳代になってから
　　　理由：手話学習をはじめて、手話通訳者養成講座を経て手話通訳者試験合格まで平均８年ほど

かかっている。
　　　　　：10 代後半から 20 歳代で手話を学ぶ機会が制限されている。
 （学業（アルバイト含む）、有職、育児等により養成講座受講機会の制限）
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③登録手話通訳者の年代別派遣件数 （回答のあった聴覚障害者情報提供施設は３カ所）
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 ○ 3県の傾向として、40歳代から60歳代が手話通訳
　派遣事業を担っていることがわかる。
　＊A県では 50歳代の１人、60歳代の１人、70歳

代の１人に派遣が集中。
　＊B県では、50歳代の３人に派遣が集中。
　＊C県では、40歳代の１人、50歳代の数人、60

歳代の２人、70歳代の２人に派遣が集中。
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５　手話通訳者全国統一試験都道府県市別合格者数（全国手話研修センター）
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６　手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）「合格概況」（聴力障害者情報文化センター）
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７　全国統一要約筆記者認定試験 実施結果（全国要約筆記問題研究会）

実施主体 内訳（注） 認定者数 合格率

平成 23
（2011）年度

9
手書き 137人 40人 29％

パソコン 85人 17人 20％

平成 24
（2012）年度

20
手書き 514人 254 人 49％

パソコン 274人 135 人 49％

平成 25
（2013）年度

43
手書き 730人 164 人 22％

パソコン 475人 120 人 29％

平成 26
（2014）年度

48
手書き 662人 228 人 34％

パソコン 519人 211 人 41％

平成 27
（2015）年度

53
手書き  688 人  192 人  28％

パソコン  573 人  164 人  29％

（注）手書きとパソコンを同時に受験した者を含む
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９　「意思疎通支援者養成カリキュラム一覧」

手話通訳者養成カリキュラム：厚生労働省発　 90 時間

実　技　科　目 講　義　科　目

基本
＊ 35時間

・手話通訳能力の向上（1）
・手話通訳技術（基本）
・場面における手話通訳技術

・手話通訳の心構え　　・身体障害者福祉論
・ソーシャルワーク概論

応用
＊ 35時間

・手話通訳能力の向上（2）
・手話通訳技術（応用）
・場面における手話通訳技術（2）

・手話通訳の理念と仕事（1）　　・ことばの仕組み
・手話通訳者の健康管理

実践
＊ 20時間

・手話通訳実習 ・手話通訳の理念と仕事（2）
・手話通訳者登録制度の概要

要約筆記者養成カリキュラム：厚生労働省発　 必修 84 時間～必修・選択含む 102 時間

実　技　科　目 講　義　科　目

必修科目

74時間

・要約筆記の実習
・要約の学習Ⅱ
・伝達の学習Ⅱ
・チームワークⅡ
・ノートテイクⅡ

・聴覚障害の基礎知識　　・要約筆記の基礎知識Ⅰ
・要約筆記の基礎知識Ⅱ　　・日本語の基礎知識
・話しことばの基礎知識　　・伝達の学習Ⅰ
・要約の学習Ⅰ　　・要約筆記者のあり方
・社会福祉の基礎知識Ⅰ　　・チームワークⅠ
・ノートテイクⅠ　　・対人援助Ⅰ

選択必修科目
28時間のうち
10時間以上選
択

・二人書きおよび連係入力
　Ⅱ
・演習（模擬要約筆記）
・現場実習

・社会福祉の基礎知識Ⅱ　　・対人援助Ⅱ
・要約筆記者のあり方Ⅱ　　・聴覚障害運動と手話
・二人書きおよび連係入力Ⅰ

盲ろう者向け通訳・介助員養成カリキュラム：厚生労働省発　 必修 42 時間～必修・選択含む 84 時間

実　技　科　目 講　義　科　目

必修科目
42時間

・盲ろうコミュニケーション実習
・移動介助実習Ⅰ
・通訳・介助実習Ⅰ

・盲ろう者概論　　・盲ろう疑似体験
・視覚・聴覚障害の理解　　・盲ろう者の日常生活とニーズ
・盲ろう者のコミュニケーション技法と留意点
・通訳・介助員の心構えと倫理　　盲ろう通訳技術の基本
・通訳・介助員派遣事業と通訳・介助員の業務

選択必修科目
42時間
（０時間～42
時間）

・盲ろう通訳技術の実際
・通訳・介助員のあり方
・盲ろう通訳実習
・移動介助実習Ⅱ
・通訳・介助実習Ⅱ

・盲ろう児の教育と支援　　・高齢盲ろう者の生活と支援
・他の障害を併せ持つ盲ろう者の生活と支援
・盲ろう者福祉制度概論　　・盲ろう者の通訳技法と留意点
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点訳者・音訳者養成カリキュラム　参考：京都市点訳・音訳奉仕員養成講習会（京都ライトハウス）

実　技　科　目 講　義　科　目

共通講座
６時間

・共通講座　　ボランティア活動：点訳・音訳・代読・代書
　手引き

点訳奉仕員養
成講習会入門
20時間

・点字の読み方練習
　清音１　２単文練習
　長音・促音・濁音
　普通文練習　　特殊音など
　疑問符・感嘆符など
・点字器の使用方法と単語・氏名
　の正しい書き方

・点字概論　　・語の書き表し方 1仮名遣い
・語の書き表し方２数字
・語の書き表し方３アルファベット
・分かち書き　自立語と付属語（1）（2）
・分かち書き　複合語（1）（2）固有名詞ほか
・これまでのまとめ

音訳奉仕員養
成講習入門
20時間

・音声表現実習１～５ ・音訳ボランティア活動　　・発声・発音の基礎
　腹式呼吸と発声・発音　　母音と子音
　アクセントについて　　話すように読む
　意味のつながりと息のつながり

失語症者向け意思疎通支援者養成カリキュラム（案）
　　（出典：平成 27 年度障害者支援状況等調査研究事業「意思疎通を図ることに支障がある障害者等
に対する支援の在り方に関する研究」報告書 2016 年３月）

実　技　科　目 講　義　科　目

必修科目
40時間

・コミュニケーション支援実習Ⅰ
・外出同行支援実習
・身体介助実習

・失語症者概論　　・失語症者の生活とニーズ
・会話支援者とは何か　　・会話支援者の心構えと倫理
・コミュニケーション支援技法Ⅰ　　・外出同行支援
・派遣事業と会話支援者の業務　　・身体介助の方法

選択科目
40時間

・コミュニケーション方法の選択法
・コミュニケーション支援実習Ⅱ

・失語症と合併しやすい障害について　　・福祉制度概論
・コミュニケーション方法の選択法
・コミュニケーション支援技法Ⅱ

失語症会話パートナー養成講座
 参考：失語症会話パートナー養成講座（四日市市失語症会話パートナー派遣事業）

実　技　科　目 講　義　科　目

18.5 時間

【講義&演習】
・困難ケース
・「ありがち」な対応を考える
【実習】
　「失語症友の会」定例会
　「障害者福祉センター」交流会
　「失語症友の会」交流会

・会話パートナーとは　　　・失語症の基礎
・失語から起こる様々な問題
・コミュニケーションの取り方
・コミュニケーションの工夫や手段
・失語症者の症状に気づく　　・身体介助の方法
・会話の工夫　　・グループ会話

その他参照すべき支援者養成事業等
発達障害者サポーター養成講座　　　　　　　　　　　　自閉症スペクトラム障害支援者養成講座
難病・重度障害者の方のコミュニケーション支援講座　　強度行動障害支援者養成研修
高次脳機能障害サポーター養成講座　　　　　　　　　　情報支援機器指導者養成講座（視覚障害）
知的・精神障害者行動援護従業者養成講座　　　　　　　失語症会話パートナー派遣事業
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10　時末大揮「失語症のある方に関わる意思疎通支援事業の具体的な取り組みについて」
『ノーマライゼーション』2017 年３月
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